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　減災連携研究センターには多くの自治体、企業から来てい
る受託研究員がいて、様々な研究会に参加している。2016
年 6月に GM研究会 (2012 年度から 2015 年度までの減災ま
ちづくり研究会と区別する意味で「減災まちづくり」を略し
て GM研究会と称す ) を設置し、概ね月 1回のペースで開催
している。参加者は減災連携研究センターの研究者、受託研
究員、名古屋都市センター職員で平均 20人弱の参加である。
以下に各回の概要を示す。

1. 研究会の概要

年度・回
( 月日 )	

内容
参加
者数

2016・1
(6/10)

研究会の趣旨、参加者自己紹介、地区防災
カルテ話題提供

19

2
(7/28)

防災カルテの趣旨と素案、カルテの内容と
活用方法、データ収集・運用課題

15

3
(9/6)

愛知県内 (+ 四日市 ) の地区防災カルテ、サ
ンプルカルテの作成 (3 市町 )、防災カルテ
の使い方議論

16

4
(10/11)

地区防災カルテ ( 知立市の事例報告 )、名
古屋市サンプルでの議論、モデル地区

16

5
(11/18)

地区の指標化、地域情報の整理、QGIS
16

6
(12/16)

ＱＧＩＳ勉強会（ＧＩＳと座標、データ表
示）

17

7
(1/4)

ＱＧＩＳ勉強会（統計データ等の利用）
19

8
(2/8)

ＱＧＩＳ勉強会（データの加工、計算）
14

9
(3/28)

モデル地区の状況、来年度の計画
19

2017・1
(4/5)

研究会の説明、年間計画 [ 自治体研究会と
合同 ]

28

入門講座
(4/26)

地域情報分析ツール入門（RESAS、QGIS）
20

2
(5/24)

モデル地区の状況、モデル地区の進め方、
地区の活動を支える自治体のしくみ

19

3
(6/23)

モデル地区の進捗状況、豊田市地域防災カ
ルテ、地域力とは（指標について議論）

20

4
(7/19)

モデル地区の進捗状況、地域防災力とは
18

5
(8/18)

モデル地区の進捗状況、地域情報のデータ
ベース、カルテに用いるデータ

16

6
(9/20)

モデル地区の進捗状況、アンケート内容、
地区防災カルテの位置づけ

16

7
(10/25)

モデル地区の進捗状況、豊田市の地域防災
カルテの活用案、自治体ごとの地域組織整
理

11

8
(11/22)

モデル地区の進捗状況、地区課題と対応策
（議論）

13

9
(12/15)

モデル地区の進捗状況、地区防災計画につ
いて

14

年度・回
( 月日 )	

内容
参加
者数

10
(1/24)

モデル地区の進捗状況、地区防災計画事例
（岡崎市）

10

11
(2/16)

モデル地区の進捗状況、モデル 2地区の比
較、地域力の指標化 11

12
(3/23)

モデル地区の進捗状況、1年を振り返って
8

2018・1
(4/25)

モデル地区の進捗状況、ＧＭ研究会の進め
方

21

2
(5/23)

地域防災力の評価の事例と課題、モデル地
区の進め方、地区の活動を支える自治体の
しくみ

19

3
(6/22)

モデル地区の進捗状況、グループの進捗、
地区カルテの担い手

11

4
(7/20)

モデル地区の進捗状況、グループ 1の進捗
状況、カルテのベースとなるＧＩＳデータ

9

5
(8/22)

モデル地区の進捗状況、グループ 2・4の
進捗状況、エリアマネジメント

11

6
(9/19)

モデル地区の進捗状況、桜学区アンケート
結果、下津地区カルテ案、グループ 3の進
捗状況

13

7
(10/24)

モデル地区の進捗状況、四日市市の地区防
災カルテ、下津地区カルテ案 12

8
(11/20)

モデル地区の進捗状況、カルテの理解促進
と活用 ( ワークショップ ) 9

9
(12/19)

モデル地区の進捗状況、地区での取り組み
促進に向けて 8

10
(1/23)

モデル地区の進捗状況、グループ検討状況
（G2,G4）、ゲーム仕立てで情報伝達を考え
る

10

11
(2/22)

モデル地区の進捗状況、グループ検討状況
（G1,G3）、情報伝達について考えるゲーム

10

12
(3/22)

モデル地区の進捗状況、モデル地区アン
ケート結果比較、研究会の感想と次年度の
進め方

6

　この報告書は、３か年にわたる GM研究会の内容をまとめ
たものである。
　2016 年度 (1 年目 ) は、地区防災カルテの愛知県内の事例
を調べるとともに、地区防災カルテのイメージを検討し、地
理データ活用についてQGIS の勉強などを行った。
　2017 年度 (2 年目 ) からは、モデル地区で実際に地区防災
カルテの作成を取り組みながら、内容と進め方の検討を行っ
ていった。その中で、自治体により地域活動のあり方が異な
り、地域の取り方と住民組織のあり方を考慮することの重要
性を確認した。また、地域防災力をどう指標化できるかにつ
いての議論なども行った。
　2018 年度 (3 年目 ) は、モデル地区での取り組みを進め、
研究会で議論すると同時に、研究会の進め方としてテーマを
設定してグループ毎に掘り下げる方法をとった。最初に提起
した 4つのグループのテーマは表 1の通りである。

表 1　研究会の概要
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グループ 検討テーマ

G1
モデル地区の対応と事例整理
まちづくりの勉強

G2
継続可能な地域組織
行政支援（地域組織への）のあり方

G3
カルテリーフレット（カルテとは）
取り組みリーフレット（様々な手法紹介）

G4
地区防災力の見える化（点数化）
ＧＩＳデータの活用

表 2　2018 年度グループテーマ

QGIS 勉強会
（2016.12.16）

RESAS
入門講座
（2017.4.26）

研究会での
事例報告
（2017.6.23）

指標の議論
（2017.6.23）

方策の議論
（2017.11.22）

地区防災計画
報告
（2017.12.15）

カルテの理解
促進と活用
（2018.11.20）
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2. 地区防災カルテ
　名古屋大学減災連携研究センターは名古屋都市センターと
共同で 2012 年度から 2015 年度まで「減災まちづくり研究
会」( 事務局 : 名古屋都市センター ) を設置した。研究会は、
災害危険性を考慮した将来の望ましい都市構造を見据え、そ
の現実に向けた平時のまちづくり、被災後の迅速な復興等に
貢献することを目指して、「ナゴヤ減災まちづくりビジョン」
(2014 年 3 月 )、「名古屋大都市圏減災まちづくりビジョン」
(2016 年 3 月 ) のビジョンをまとめるとともに、「地区の減
災まちづくりガイドライン」(2016 年 3月 ) をまとめた。
　この「地区の減災まちづくりガイドライン」では、地区の
取り組みレベルをチェックし、3つの取り組みレベルごとに
3つのステップを提唱している。この地区での取り組みをど
う具体化していくかが 1つ目の動機である。
　また、2016 年 4 月に起こった熊本地震では、「熊本で大
地震はないと思った」など事前の準備が十分ではなかったこ
とが指摘され、被災後の地域住民による協力にも地区で差が
あったことが報道されている。日ごろからの地域のつながり
が大切であると言われ、地域の防災力をどう高めるかが課題
と認識されている。地域防災力を認識し、高める活動そのも
のが「減災まちづくり」活動として位置づけられると考え、
地区に着目したカルテを作る中で住民が主体となって地区の
防災を考えるきっかけとして地区防災カルテを位置づけられ
ないかということが 2つ目の動機である。
　そのため、どのようなカルテを提案すべきか、また、既存

のデータをいかに活用できるかということを検討し、モデル
地区での実践を通じて、地域の防災力を高めるための地区防
災カルテの取り組みの進め方を検討していくことを課題と
し、ＧＭ研究会で議論を進めてきた。

(1) 愛知県内の地区防災カルテ

　愛知県内で地区レベルの防災カルテを作成している自治体
を調べ、受託研究員の協力のもと各自治体の地区防災カルテ
を収集した。愛知県内での事例は 8自治体であり、加えて四
日市市のカルテを収集することができた。愛知県内の自治体
は 2014 年度以降の作成となっているが、四日市市は 1996
年に作成されており、早くから取り組まれていることがわか
る。愛知県内事例が 2014 年度以降になっているのは、愛知
県が 2014 年度当初に被害予測調査結果を発表し、その結果
を受けて、複数の自治体でカルテづくりが進められたものと
考えられる。愛知県内の 8事例について、2017 年 10 月に
各自治体に問い合わせをし、まとめたものが表 3である。
　各自治体のうち、小学校区などを単位とする地区別防災カ
ルテを作成しているのは表 3に示す 8自治体であり、その内
7自治体が小学校区単位、1自治体が中学校区を単位で作成
している。
　カルテの内容は①地区の概要、②社会条件、③被害予測、
④防災関連施設等が共通する事項であり、豊田市は防災力評
価を盛り込んだものとなっている。

表 3　愛知県内の地区防災カルテ

都市名 名称 作成時期 エリア
頁数

公開
1地区当り その他

豊橋市
校区別防災カル
テ

H26年度 小学校区 (52) 4 ～ 9(A3 版 ) －

豊川市
小学校区別防災
カルテ

H26年度 小学校区 (28) 7 － 市Web サイト

瀬戸市
防災地区カルテ H26年度 連区 [ 小学校区 ](18) 3 4( カルテの記載事項

説明 )
市Web サイト

西尾市
地区別防災カル
テ

H26年度 小学校区 (26+1)
※西尾小は 2分割

4(A3 版 ) － 各地区役員会等に
配布

岡崎市
小学校区別防災
カルテ

H27年度
(H27.10)

小学校区 (50) 11 7( カルテの記載事項
説明 )

市Web サイト

安城市
校区別地震防災
カルテ

H27年度 小学校区 (21) 9 ～ 14 － 市Web サイト
自主防災訓練、小
学校区へ配布

知立市
校区別地震防災
カルテ

H27年度
(H28.3)

小学校区 (7) 9 5( 市の概要、地震の
メカニズム等 )

市Web サイト
地区役員会、全戸
へ配布

豊田市
地域防災カルテ
( 基礎版 )

H28 年度 中学校区 (28) 32 3( カルテの目的、市
の概要、災害記録 )

市Web サイト
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　カルテのボリュームとしては、A4 版に換算して 8頁から
35頁とまとまった資料となっている。
　地区防災カルテ作成の目的として、大きく①行政が地区の
課題を整理して対策を検討する際の基礎資料とするもの、②
地域の防災意識啓発、③地域での防災活動での活用をあげて
いる。
　これら、カルテの内、知立市のカルテは小学校などでの活
用を意識し、読み仮名をつけたり、まち歩き用のマップをつ
けるなど活用を意識した内容となっている。また、豊橋市の
カルテは行政内部の資料といた性格が強いものとなってお
り、ネット上での公開も行っていない。
　豊田市は、地域が主体となった防災活動を促進するための
基礎資料となる地域防災カルテ ( 基礎版 ) を愛知工業大学と
共同で作成し、2017 年 8 月に公表した。基礎版と応用版の
2段階で考え、まず、基礎版防災カルテを活用して地域の災
害リスクを把握し、次に市の主要な災害リスクである土砂災
害、洪水、地震について３地区でワークショップにより地域
の危険度の抽出・確認を行い、応用版防災カルテとして避難
の仕方とタイミングをまとめている。
　基礎版は、カルテの目的、豊田市の概要と災害記録、中学
校区の概要、被害予測、基礎資料、防災力評価で 35 頁にわ
たる内容となっている。防災力評価については、家屋の耐震、
家庭の防災力、医療、安全施設、消防、自主防災組織の 6項
目をレーダーチャートで示し、市の平均値と比較している。
市の平均値との比較であるが、自分たちの地域がどの部分で
進んでいてどこに課題があるのかを知る参考となる。
　これら既存の地区防災カルテは、それぞれの自治体で内容
に違いはあるものの行政が作成したという点は共通である。
内容についても、行政が持っているデータを中心に作成され
ているため、各家庭での耐震診断や家具固定、水・食料の備
蓄などの状況は盛り込めていない。
　その後、名古屋市が学区別の地区防災カルテを 2018 年
10 月に公表した。全 17～ 18 ページで各地区のハザードな

どを表示すると同時に各学区の役員にアンケートを行い、過
去 3か年の地区の取り組み状況を載せている。これは自分た
ちの地区の取り組みを考えるメニューとしても使えることか
ら、地域で取り組み内容を考える参考として使ってもらうこ
とを想定したものとなっている。

(2) カルテの活用

　地区防災カルテを作成したほとんどの自治体でWeb での
公開、地区への説明を行っている。行政内では、防災パンフ
レット、防災都市づくり計画、施設整備等の基礎資料として
の活用や出前講座などでの活用がある。また、地域での活用
として、地区防災計画作成、地域の実情にあった防災訓練な
どでの活用が図られている。
　課題としては、地域中心で解決できる仕掛けがない、専門
性が高くわかり易く伝えることが難しい、地域が広く任意の
範囲で見られるとよいなどの意見がある。
　2016 年度までに作成した各自治体とも地区防災カルテを
活用した地域での展開については説明などにとどまっている
のが現状である。
　そこで、本研究会としては、地区防災カルテ作成を目的と
するのではなく、カルテの作成を通じて、減災まちづくりに
つなげることを検討していくこととした。

 (3) 地区防災カルテの提案

　地区防災カルテを活用して地域の防災力を高めることにつ
なげるためには、カルテづくりを目的にしないことが大切と
考え、あくまでもカルテづくりは地区の減災まちづくりを進
めるための「きっかけ」ととらえた。行政が作るカルテと地
区住民が主体になって作るカルテの違いは、地区の状況が反
映されることとカルテづくりのプロセスの延長線上にまちづ
くりの取り組みがあるということである。
　実際には、GM研究会の中で地区防災カルテのイメージや
活用の方法について検討するとともに、参加している受託研
究員の中からモデル地区を募った。その結果、稲沢市、幸田町、図 1　豊田市防災カルテ ( 基礎版 )

図 2　名古屋市地区防災カルテ
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名古屋市で地区に提案してみようということになり、2017
年初め頃から候補地区の選定、役所への説明、地区役員への
提案と進めた。稲沢市では地域が主体となった減災まちづく
りを進める「地域減災まちづくり事業」と位置づけられるこ
ととなった。
　2017 年度から稲沢市下津地区、小正地区、幸田町深溝地区、
名古屋市南区桜地区で具体的に地区役員との話し合いが始め
られ、2018 年度からは碧南市日進地区でも地区防災カルテ
の検討が始められた。
　しかし、実際に話し合いを始めると、地区の防災に対する
取り組みの違い、地区組織の違いなどから進捗には差が出た。
詳しくは、モデル地区の項で紹介する。

図 3　地区防災カルテの活用イメージ
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3. カルテの元データ
　地区防災カルテの内容のうち、行政データで作成できる部
分として地区の被害予測や人口・高齢化率などの基本データ
は、既存資料から当該地区を切り出すことにより作成するこ
とができる。一方、地区の現状データとしての防災に対する
各世帯の対応状況 ( 耐震診断、家具固定、備蓄の状況など ) は、
既存の行政資料では把握できないので、それぞれの地区でア
ンケート調査などにより把握する必要がある。このアンケー
ト調査が地区の減災まちづくりガイドラインの「ステップ 1
調べる」にあたる取り組みとなる。

(1) 統計等の基礎データ

　地区レベルでの現況把握を行うためには、市町村単位の
データでは意味がなく、さらに詳細なデータが必要となる。
また、詳細な地区ごとに把握することにより、地区の特徴を
踏まえた対策検討に活用することが可能となる。

Ａ . 国勢調査

　５年ごとに実施される国勢調査データの小地域データは調
査区単位で集計されたデータと地図データが提供されてい
る。このうち、人口、世帯数、年齢構成、世帯構成、住宅の種類、
居住期間などのデータをみることにより地区の特性を把握す
ることができる。
　国勢調査結果の最新は、2015 年度調査の小地域集計結果
が公開されダウンロードできる。また、小地域の境界データ
についても統計ＧＩＳのサイトで提供されているのでそれら
を活用する。

B. 人口ピラミッド

　地区の年齢構成をみるためには、人口ピラミッドがわかり
やすく、市 ( 町 ) 全体の構成と比較することにより、より地
区の特徴を理解しやすくなる。データは国勢調査の小地域
データを元に地区で集計するか、自治体が地区別の集計値を
出している場合には、そのデータを活用する。

図 4　人口ピラミッドの例

(2) 被害予測データ

　愛知県が 2014 年 3 月に「愛知県東海地震・東南海地震・
南海地震等被害予測調査報告書」をまとめている。各都市で
作成された地区防災カルテはこの調査結果を活用して作成さ
れている。この調査は 2011 年度から 2013 年度の 3年間で
実施され、大きく２つのモデルを想定している。
　１つ目は、南海トラフで繰り返し発生している地震・津波
のうち、発生したことが明らかで規模の大きいもの ( 宝永、
安政東海、安政南海、昭和東南海、昭和南海の５地震 ) を重
ね合わせたものモデルを「５地震参考モデル」としている。
　２つ目は、主として「命を守る」という観点で、あらゆる
可能性を考慮した最大クラスの地震・津波についても、補足
的に想定し、「最大想定モデル」としている。このモデルは
2012 年 8月に内閣府から公表された最大クラスの地震・津
波モデルと同じで、そのうち国の地震ケースの陸側ケース及
び東側ケースを、また、国の津波ケースの①、⑥、⑦、⑧、
⑨を採用している。

A. 地震動

　地震動の予測については、それぞれのケースで 250 ｍメッ
シュごとの計測震度を算定している。震度階級については気
象庁の震度階級表により表現している。

震度階級 計測震度 震度階級 計測震度

0 0.5 未満 5弱 4.5 以上 5.0 未満

1 0.5 以上 1.5 未満 5強 5.0 以上 5.5 未満

2 1.5 以上 2.5 未満 6弱 5.5 以上 6.0 未満

3 2.5 以上 3.5 未満 6強 6.0 以上 6.5 未満

4 3.5 以上 4.5 未満 7 6.5 以上

表　　気象庁震度階級表

図 5　地震動 -5 地震参考モデル

図 6　地震動 - 最大想定モデル ( 陸側ケース )
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図 7　地震動 - 最大想定モデル ( 東側ケース )

B. 液状化

　液状化についても、それぞれのケースで 250 ｍメッシュご
との PL 値を算定し、危険度判定区分は 1980 年岩崎ほかに
よる判定区分により表現している。	 	 	 	

PL=0 0<PL ≦ 5 5<PL ≦ 15 15<PL

PL 値 に よ
る液状化危
険度判定

液状化危険
度はかなり
低い。液状
化に関する
詳細な調査
は不要。

液状化危険
度は低い。
特に重要な
構造物に対
して、より
詳細な調査
が必要。

液状化危険
度が高い。
重要な構造
物に対して
はより詳細
な調査が必
要。液状化
対策が一般
に必要。

液状化危険
度が、極め
て高い。液
状化に関す
る詳細な調
査と液状化
対策は不可
避。

表 4　PL 値による液状化危険度判定区分 ( 岩崎ほか (1980))

図 8　5地震参考モデルの地震の液状化危険度

C. 崖崩れ

　県内 7,178 か所の急傾斜地崩壊危険区域、2,338 か所の山
腹崩壊危険箇所、30 か所の地すべり危険箇所について危険
度を 3つのケースについて判定している。
　データは、ポリゴンデータで整備されている。

震度　要素点ランク
計測　基準要素点

(C) (B) (A)
13 点以下 14～ 23点 24点以上

6.0 以上 A A A
5.5 以上 6.0 未満 B A A
5.0 以上 5.5 未満 C B A
4.5 以上 5.0 未満 C C B
4.5 未満 C C C

表 5　急傾斜危険地地震時危険度判定ランク ( 宮城県 (1997))

※ランク A,B,C の説明　	 ランク A: 危険性が高い
	 	 	 ランク B: 危険性がある
	 	 	 ランク C: 危険性が低い

図 9　5地震動参考モデルの地震における
　　　急傾斜地崩壊危険箇所の危険度

図 10　同　山腹地崩壊危険箇所の危険度
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図 11　同　地すべり地地震時危険度判定ランク

Ｄ . 津波

　津波被害の想定として、5地震参考モデルと最大想定モデ
ルを使っているが、最大想定モデルについては「南海トラフ
の巨大地震モデル検討会（2012）」の津波断層モデル 11	ケー
スのうち、愛知県内の市町のいずれかで最大津波高となる
ケース①，⑥，⑦，⑧，⑨	を対象とするとしていて、市町村
により最大津波となるケースが異なる。データは５０ｍメッ
シュで作成されている。

図 12　5地震参考モデルの津波（愛知県西部の例）

(3) 地区の防災や地域力のデータ

　地区の防災や地域力の現状を把握することは、取り組み方
針を考える上で大切なことである。主としては、各家庭での
震災への備えや災害に対する意識をアンケート調査で確認す
ることと、地域組織や地域の取組みがどの程度地域のつなが
りや防災力を高めることにつながっているかを見るために団
体の活動状況について、団体代表者に調査票の記入をお願い
する２本立てで、把握することにした。
　地区のアンケート調査については、各地区の役員により調
査項目の議論をし、行政担当者が素案にまとめた。
まちづくにおいて「地域力」という概念を提唱したのは宮西
悠司（「地域力を高めることがまちづくり－住民の力と市街
地整備－」都市計画 ,1986，No.143,pp.25-33）といわれる。
また、先行研究などから「地域力」あるいは「地域防災力」
などに関するものも調べたが様々な視点があり統一的に扱う
尺度が確立しているわけではない。
　そこで、地域力をどうみるかについてＧＭ研究会の中で議
論し、指標アイデアを出し合った。
　これらのアイデアは、すべて調査できるわけでもなく、ア
ンケート調査で大きく住民に聞く事項と団体調査により団体
や地域の活動状況を把握する内容に分けることができると考
えた。
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表 6　2017 年度第 3回ＧＭ研究会で出された指標アイデア

項目 ねらい 指標 備考
調査

他の情報源
個人 団体

イベント

組織の活動力
イベント参加者数 ( 率 ) 年齢構成 ○ ○
イベント数 ○

連携・団結力

清掃参加者数 ( 率 ) ○ ○
お祭り開催日数、参加者数 ○
ラジオ体操参加率 ○
町内会費徴収率 ○
炊出し回数 ○

地域帰属意識 町内会加入率 ○

継続性
総会への若者参加率 △
役員が変わっても継続している取組数 ○

偏り 自治会役員の多選の有無／回数 ○

つながり

何軒先まで知人か △

人

近所の人の認知度、顔見知り度 △
フルネームで名前を言える人の数 △
お醤油を借りにいける人の数 △

地域魅力 出稼ぎ人数 △
戦力 通勤時間 30分以内又は自営 ○
地域愛 地元出身者数、Ｕターン率 国調？

地域の団結力
経験年数の長い役員数 ○
おばちゃんが自治会役員に占める割合 ○

地域の人材 子ども会加入率 ○
若い力 体育部系の部活に所属している人数 △
井戸端会議力 子育て中のママの数
放置場所の認知 空家・空地率 △ 空地は地図
多様性 地域 +流入人口 統計

名簿
情報把握力 町籍簿登録率 △

対応力
専門性をもつ人の数 △
自治会費回収率 ○

情報
情報技術普及率

スマホ所持、ネット環境、ＳＮＳ利用 ○
スマホ、ネット使用率 ○

情報アクセス力
情報を収集・発行する力 指標の具体化が必要
うわさが伝わる速度と変化の割合 △

自給力
自給力 井戸、３電池普及率 ○
機動力 自動車台数／世帯数 ○

その他
犯罪・交通事故発生件数／人口 統計
孤独死の割合 ？
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図 13　地域力と地域防災力の把握

 (4) リスク等の視覚化

　カルテの中で地区ごとの特徴を理解しやすくするため、指
標化と図化の検討を行った。地区の特徴を把握することによ
り、行政としては各地域に対しての支援課題が明確になり、
地域のニーズにあった支援体制をとることが可能となる。そ
のためには、いくつかの指標としてレーダーチャートなどで
表現する方法が比較しやすいと考え、指標化のイメージを作
成した。ただし、どういう項目を取り上げるか、平均点や最

表 7　名古屋市学区をモデルにした指標化の検討
6項目の数値を下記のように設定し、各項目 0～ 1で数値化 (1= リスクが高い )

図 14　名古屋市学区をモデルにしたレーダーチャート

大点、最小点をどのように設定するかによって見え方が変
わってくるので、精査が必要である。

図 15　名古屋市学区をモデルにしたレーダーチャートを地図上に表現
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4. カルテの作成 
　地区防災カルテの作成にあたっては、ハザードマップなど
を地区単位に切り出す作業や統計データをグラフ化、地図化
する作業が必要になる。カルテを全て大学で作成するわけに
いかないし、地区単位でつくるカルテが画一的であるのも問
題と考え、最終的には自治体職員あるいは地域住民が作成、
修正できるものとするため、図の作成とカルテの編集は別に
して、図などのパーツをカルテに差し込む形で完成させるこ
とを基本に考えた。既存ソフトの比較検討を行い、比較的身
近にあり差込が最も容易にできるMicrosoftPublisher を使っ
てひな形を作成した。

図 16　地区防災カルテのサンプル (2016.11 段階 )

(1) ＧＩＳ等の活用

　データの地図化については、広く使われいてる ArcGIS が
あり当初のひな形については、ArcGIS を使って作成した。し
かし、ArcGIS を導入している自治体は限られていることから、
同等の機能がある QGIS について活用を検討し、カルテ作成
に必要な機能があることを確認できたので、GM研究会内で
2016 年度に QGIS の勉強会を開催した。2017 年度に多くの
自治体で受託研究員が交代したため、2017 年度当初にQGIS
と Resas の入門講座を開催した。

A.QGIS

　QGIS はフリーソフト
でありながら、高度な
機能をもっていて、GIS
ソフトで広く使われて
いる shape データを扱
うことができる。国勢
調査データや国土数値
情報、基盤地図情報な
ど国が数多くのデータ
を提供しているので、
それらを活用して地図
を作成することができ
る。

図 18　データ加工の流れ

　また、地区ごとの図面出力については、地図帳という機能
を使って設定した地区とその周囲まで切り出す作業を自動で
行ってくれるため、カルテの元となる地図の作成に適した
ツールである。
　様々なデータ ( 国勢調査の小地域、被害予測の 250mメッ
シュなど ) が、対象とする地区単位になっていないので、地
区の平均値などを求める際には、地図による按分処理などが
必要になる。これらも QGIS を活用して面積按分することは
できるが、手作業で行わなければならないため、自動化が課
題である。

B. レーダーチャート等

　レーダーチャートや帯グラフなどは、Excel を使って作成
することができる。Excel 上で統計データを集計し、グラフ
化することは容易である。ただ、多くの地区のグラフを一度
に作成する場合などは自動化が必要であり、VBA を使った自
動作成を行った。また、Excel で容易されていない人口ピラ
ミッドについては、VisualBasic によるアプリを作成し出力し
た。
　サンプルカルテを作成した際のこれらのデータ加工の流れ
は図 18の通りである。

図 17　QGIS 活用マニュアル
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(2) 修正可能なカルテ

　2016 年 8月に開催された名古屋都市センターまちづくり
講演会で「減災まちづくり入門」というタイトルで地区の減
災まちづくりガイドラインと ISDMについての説明があった。
参加者からは、「昨年度、学区で避難行動計画を作ったが、1
年で現状が変わったところがあり、地図の修正を行いたい」
との発言があった。地域で成果物の地図を管理し修正できる
ようにしたいというニーズは強いと考えられる。差込方式で
原データを作成したとしても、地図の修正まで住民で行うと
いうのはハードルが高いので、行政が元データを管理して修
正した地図の出力をするなどのサポートは必要になってくる
と考えられる。Word や Publisher などで編集は可能なので、
差し込む地図等のデータ提供の部分を行政が行い、住民配布
資料としての地区防災カルテなどの修正、編集については、
将来的に住民自身で行えるようになると活動の幅が広がる。
そのためには、行政側でまちづくりのサポートの体制を充実
させることが必要となる。
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5. モデル地区での取り組み 
　地区防災カルテを活用した減災まちづくりの取り組みを進
めるため、稲沢市、幸田町、名古屋市で特定の地区に対して
一緒にカルテづくりを進めていくことを提案した。
　稲沢市では、行政の中で「地域減災まちづくり協働事業」
と事業を位置づけた。目的として「各地域における防災上の
課題や問題を地域の中で共有し、地域で対策を行う共助を促
進し、地域における自発的な防災行動を促すことで防災力向
上を図る」ことを掲げている。9つある市民センター地区ま
ちづくり推進協議会のうち、防災意識の高い２地区を対象に
提案を行った。
　幸田町では、2016 年に地域で自主的に防災委員会を立ち
上げた地区に提案を行った。
　名古屋市では、防災危機管理局から区役所の防災担当主査
に働きかけ、防災意識の高い学区に提案を行った。
　碧南市では、行政から住民団体も活発に活動している地区
に働きかけ、提案を行った。
　以下、それぞれの地区の取り組み状況を整理する。

(1) 稲沢市下津地区

　稲沢市下津地区は、下津小学校区と一致する地区で下津市
民センター地区としてまちづくり推進協議会という組織があ
る。2015 年国勢調査の人口は 11,166 人、世帯数は 3,887
世帯で JR 稲沢駅の東側に隣接する利便性の高い地区であり、
駅周辺の整備により新しい大型マンションが建設され若い世
帯も増えている地域である。

A. 地区防災カルテの説明

　事前に市役所から地区の役員に対して取り組みの概要を説
明してもらい、2017 年 3月に地域の役員会に大学も同席し
て地区防災カルテの取り組みについて説明を行った。防災に
ついては行政がやるべきだという意見が多かったものの、進
めていこうということになり、メンバーとして人数が多いと
議論しづらいので 10 人程度という形にしてもらい、市民セ
ンター職員、市役所危機管理課、名古屋大学 +他地区の防災
リーダー（オブザーバー）で進めることになった。

B. 地区の課題出し

　2017 年 5月にポストイットを使った課題出し作業を行っ
た。地区の防災についての課題や問題点を黄色のポストイッ
トに、よい点や自慢できる点を水色のポストイットに書き込
んでいただき、順次ホワイトボードに貼り出しながら発表し
ていった。避難所の問題や防災倉庫の中身の整備ができてい
ないことなどが指摘された。
	
	

	
C. 課題整理

　2017 年 6月には前回行った課題出し作業の中のまとめた
項目ごとのカードを用意し、自助、共助、公助及びハード、
ソフトのどこに位置づけるか議論しながらカードを貼って
いった。この作業の中で、1つのカードの見方によって共助
でも公助でも位置づけられるケースが多く、住民側から公助
の所に貼ったらそれでおしまいだから共助や自助に位置づけ
るべきだとの意見が出されるようになり、課題をバランスよ
く配置することができた。

図 20　課題出し

図 19　下津地区での検討

図 21　課題出しを整理
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D. アンケートの項目出し

　2017 年 7月には前回行った課題整理の結果も踏まえ、ア
ンケートの質問項目を出し合った。アンケートの配布回収方
法や実施主体（まちづくり推進協議会）についての具体的な
議論も行い、配布回収を依頼する区長に対して 7月下旬の会
議で市から説明することになった。地区防災カルテの取り組
みの地域での位置づけが確立していない中で、どう筋を通す
かも重要な点である。アンケート調査票の案については、市
が作って議論することになった。

Ｅ . 調査票づくり

　2017 年 8月、9月でアンケート調査票の作成を行った。8
月は素案について議論するとともに、地域力をみる項目とし
て地域の行事についても出し合ってもらった。
　また、9月には、出来た調査票を参加者で回答してみて答
えにくい項目がないかのチェックを行ない、配布回収のスケ
ジュールの確認を行った。調査票の印刷は市役所で行い、回
収用封筒はまちづくり推進協議会で購入、封筒への印刷は市
役所という分担になった。配布は 10 月下旬に広報と一緒に
配布で 11 月末回収とし、1月末までに集計・分析、2月末
までにアンケート結果速報を住民にフィードバックすること
とした。

	
F. 回答の入力、 集計、 分析

　2017 年 11 月末にアンケートの回収が行われ、調査票の開
封作業を 12月 8日に行った。入力作業については地域の方
にも分担してもらいたいと頼んであったが協力者は出ず、危

機管理課職員で行ったが、作業の負担は大きかった。分析に
ついては、単純集計部分は受託研究員が行い、クロス集計に
ついては名大で行った。
　これらの集計結果については、2018 年 2 月に報告し、意
見交換した。年代や地域により差がでている部分や今後弱い
部分にどう訴えていくかが課題であるとの認識をもった。ま
た、この時、住民に結果を知らせるニュースを 2月下旬に配
布するということで、原稿を名大が協力して受託研究員が作
成し、組回覧した。

図 22　課題整理

図 23　地域の行事

図 24　アンケート結果のお知らせ

G. 取り組み方針の議論

　2018 年 3月に地区防災カルテの具体的イメージを提案し、
アンケートの結果を踏まえ今後どんな取り組みができるか議
論した。取り組みを具体化させるために自助・共助・公助の
軸と発災前後の時間軸を意識して各自考えてくることにし
て、次回ポストイットで貼りだし柱を整理することとなった。

図 25　地区防災カルテの構成 ( 提案 )
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図 26　取り組みシート

　4月には、自助、共助、公助と時間を意識してどんな取り
組みを進めたいか考えてきたものをポストイットに書き出
し、ホワイトボードで整理した。時間軸として事前に考える
ことの項目についての意見が多くでた。ただ、発災後や復旧
期が少なかったので、次回そのあたりを議論することとした。
　5月には、大地震が起こった時の状況をイメージしてみよ
うということで新井先生司会のもとどんな状況が想定される
かの意見を出し合った。今のままではダメだという意見は多
く出ていたが、どうしたらよいかといったアイデアはまだま
だ見えてこないようであった。

　6月には、前回の「下津地区で大地震が起こったら」で出
た意見の振り返りを行い、地区の組織づくりなどを考えるた
め、石原氏から「地区のまちづくり」について考え方と事例
紹介を行った。その後、意見交換を行い、次回は、取り組み
の優先度について議論することにした。
　また、若いメンバーの参加につなげるため、7月 12 日か
らの約 1週間に開催されるまちづくり協議会の４つの部会の
会議の最初の 30 分間に市から防災カルテの取り組みについ
て説明した。
　8月には、取り組みの優先度について議論を行ったところ、
下津に関しては避難所が 1つしかないためまずは避難所につ
いて考えようという結論に至った。
　地区の組織の検討については、参加募集をかけるのはなか
なか難しいとのことであり、当面は今のメンバーで進めてい
く。7月 12 日からの各部会への説明会については、特に参
加したいなどの回答はなかった。
　9月 19 日（水）19時から役員会があるため、市から事業
の概要、これまでの経緯や取組等について話すこととなった。

H. カルテ作成

　10 月には、カルテについて名大より案の提供があり、内
容の議論を行った。また、取り組み方針についてテーマの避
難所について避難所のどういうことについて考えていくか議
論した。カルテの内容については異論なしであった。

図 27　取り組み意見



16

　取り組み方針については、台風２１号の際、避難所開設に
ついて区長に問い合わせがあったが、区長に直接情報の提供
がなかったため、答えられなかったことからまずは「情報伝
達」について考えていこうという結論になった。
　11 月には、カルテ印刷版について意見出しを行った。細
かい修正だけであり、おおむね変更することはなかった。12
月 20 日に住民に配布できるように印刷をかける。印刷部数
は地元 4500 部、大学 300 部、市 200 部であり、印刷費は
まちづくりから支出することとなった。

I. 取り組みの検討

　2019 年 1月には、市から稲沢市の災害時の情報伝達につ
いて説明を実施し、住民とそれについて意見交換を行った。
　2月には、台風が襲来したと想定して、あるポイントで役
割ごとに情報伝達について考えるというゲームを実施した。
また、来年度情報伝達についての訓練をやりたいということ
であり、次回までに自分の区の訓練を、市は他都市などで参
考となる訓練を調べてくることとなった。
　3月には、各区で実施している防災訓練について内容を確
認するとともに、安否確認訓練の方法について議論した。

図 28　下津地区防災カルテ
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(2) 幸田町深溝地区

　幸田町深溝地区は、深溝小学校区を対象とする地区で、学
区コミュニティ推進協議会という組織がある。2015 年国勢
調査の人口は 5,562 人、世帯数は 1,885 世帯で、学区内に深
溝断層がある地区である。協議会は 4つの行政区の代表など
からなる組織であるが、区長は毎年代わるため、継続性が弱
点であるとして 2016 年に 3代程前からの区長経験者等をメ
ンバーとする防災委員会を立ち上げ、防災訓練などを工夫し
ながら実施している。数年後に地区防災計画を策定するとい
う計画を持っている。

A. 地区防災カルテの説明

　2017 年 5月に深溝学区防災委員会役員会に参加し、地区
防災カルテの取り組みについて説明を行った。防災委員会で
は元々地区防災計画を作成するという事業計画を作成してお
り、地区防災カルテの取り組みはその前作業になるとの位置
づけで、防災委員会の中の地区防災計画担当と地区防災カル
テ担当が一緒に進めることになった。

B. 地区の課題出し

　2017 年 7月に他地区の地区防災カルテの事例を紹介した
後、進め方を説明するとともに、課題出し作業を行った。下
津地区と同様、２色のポストイットを使って各人の意見をホ
ワイトボードに貼り出していった。また、アンケート調査を
進めるにあたって印刷、封筒、入力作業などの話をしたが、
防災委員会は予算 0でやっているので町でやってほしいとな
り、7月中旬に現区長と防災担当の会議があるので、役場が
資料をもって行くことになった。また、アンケートは 10 月
末配布、11月 18日の防災訓練で回収をめざすこととなった。

		 	 　　図 29　課題出し

C. 課題整理とアンケートの項目出し

　2017 年 8月には、課題出し作業で出てきた課題をカード
にして、自助、共助、公助とハード、ソフトの表に話し合い
ながら配置していった。
　また、アンケート項目については、案をメモにして持参す
る方も 4人みえ、誰にどういう聞き方をするかについて議論
がなされた。昨年度から取組んでいる 5軒組の安否確認、避

難訓練についても聞くことなども話し合われた。アンケート
調査票については役場がまとめて来ることになり、9月に内
容や実施方法について確認することとなった。

		 　　　図 31　アンケート調査項目案

D. 調査票づくり

　2017 年 9 月には、アンケート調査票案について提案し、
各人が回答してみて問題点を出し合った。また、イベントの
種類を出し合い、参加していない人には理由を聞く項目を設
けることとした。10 月中旬に学区防災委員会が開催される
ので、調査票について意見をもらい、印刷後、下旬に配布し、
11 月 18 日回収できなかった分は 11 月末までに回収する。
調査票や封筒の印刷等については役場で行うが入力作業を地
域でも出してほしいと依頼した。

E. 回答の入力、 集計、 分析

　2017年 12月 9日に地域の方と役場職員で開封作業を行っ
た。入力については、結果的に地域住民での入力はできず、
役場職員で分担して入力した。2018 年 1月には防災委員会
で避難訓練の結果とアンケート結果について報告、意見交換
がなされた。アンケート結果をみて、要支援者登録制度を知
らない人がこんなに沢山いるとは思わなかった、若い人が家
具固定をやっていないのは、造りつけ家具が多いからなのか、
テレビの固定までやっているのかなどの意見が出された。ア

図 30　検討の様子
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ンケートの速報については３月に全戸配布したい。地域でも
アンケート結果の分析をしたいので、データが欲しいと言わ
れ、役場から提供したところ、地域へのニュースは防災委員
会で作成し、印刷だけ役場で実施した。

F. 取り組み方針検討

　2018 年 6月には、新規役員向けに、防災カルテ作成の経緯、
29 年度に実施したアンケート結果等について説明し、アン
ケート結果を基に、地区として取り組むべき課題について２
つのグループで検討した。また、防災委員会内に、防災カル
テ作成に特化したグループを作成することにし、カルテ作成
委員募集のチラシを防災委員中心に作成し、地区に配布。そ
の結果、女性 1名を含む 3名の住民の方々がカルテ作成に携
わっていただけることとなった。

図 33　2グループに分かれ取り組みについて検討

図 34　結果を発表し共有

図 32　深溝学区防災ニュース
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図 36　Ｂグループ検討結果

　図 37　カルテ作成メンバー募集チラシ

G. カルテ作成委員会の設置

　9月に、第 1回のカルテ作成委員会が開催され、年度内に
カルテを完成させること、そのためにあと４回作成委員会を
開催してまとめていくことが確認された。

H. 取り組み方針の議論

　10 月の第２回カルテ作成委員会では、これまでの資料等
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図 38　カルテ作成委員会
を土台に、カルテに記載する、地区として自助と共助で第一
に取り組むべき課題について検討した。カルテ作成委員に女
性が加わったことで、出される意見がより多岐にわたるよう
になった。12 月の第３回カルテ作成委員会では、先行地区
である下津地区のカルテを紹介し、取り組みアイデアを元に、
地区としてまず取り組む課題を『各区での避難所運営』、『家
具転倒防止』に決定した。

I. カルテの作成

　2019 年 1月の第４回カルテ作成委員会では、アンケート
結果、取り組み方針、今までの検討結果等を踏まえ、深溝学
区防災カルテ案について議論し、内容を整理した。カルテの
デザインについては、メンバーの１人にお願いし、深溝学区

防災委員会が予算のつかない団体であるため、印刷費につい
ては役場負担となった。
　2月の第５回カルテ作成委員会では、前回委員会で宿題と
したキャッチコピーや地区の説明文についてアイデアを出し
合い、深溝らしい内容にまとまった。その際、メンバーの中
から自主的にホワイトボードに意見を整理するなど、自発的
な議論が進められた。
　カルテについては、3,000 部印刷し、3月に各世帯に配布
した。来年度以降は、防災カルテで挙げた課題解決を目標に
深溝学区防災委員会を中心に活動予定である。

図 40　取り組み方針検討結果

図 39　取り組み意見のまとめ
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平成31年3月作成     3,000 部

幸田町深溝学区防災カルテ

作成 :深溝学区防災委員会
協力 : 幸田町防災安全課・名古屋大学減災連携研究センター

6地区の取り組み方針は

　アンケート結果をみると、自助・
共助・公助それぞれに課題がある
ことがわかりました。
　地域防災力を高め、南海トラ
フ巨大地震などに対して、より
被害を小さくする取り組みを進
めていきたいと考えています。

そのために、まず避難所運営・避難に
ついて考えます。
　地区の課題である避難所運営体制、安否確認、避難な
ど地区住民の避難に関することについて検討、準備に取り
組みます。これまで、小学校で行ってきた避難所設営・運
営訓練を各区でできるようにしていくことをめざします。

　平成29年春から幸田町の呼びかけで「地区防災カル
テ」について考えることになり、防災委員会の役員が
中心となって議論を重ねてきました。また、平成30年
夏にはカルテ作成メンバーを募り、防災カルテ作成委員
会を開催してきました。
　このカルテは、アンケート結果を中心に今の地区の現
状をまとめたものです。何年か先に地域防災力が高ま
り、カルテの数字が向上すると幸いです。　　

防災カルテ作成委員会

幸田町

深溝学区

自 助
まず、家族の命を守る。
そのための備えは・・・
⇒避難所に行かなくてもよい
　ようにしましょう。

地域で互いに助け合う。
そのための備えは・・・
⇒避難所も行政だのみに
　できません。

共 助

地域の防災力を高めるために
行政等が整備、支援をします。
⇒行政と一緒に取り組むこと
　が大切です。

公 助

その時あなたと家族は？
大災害大災害

あわせて、人の命を守るため
家具転倒防止についても考えます。
　大地震で建物が倒壊したり家具の下敷きになったので
は、避難どころではありません。個人ではなかなか進まな
いこともあるので、学区全体でどのようにしたら取り組み
を進めていけるかを検討し、対策を進めたいと考えます。

　深溝学区防災委員会では、平成29年度に防災・減災
についてのアンケートを実施し、地区の防災についての
現状と対策について検討を進めています。
　その内容を地区防災カルテとしてまとめましたので、
深溝学区の被害を少しでも小さくできるようみなさんと
一緒に取組みを進めていきたいと考えています。
　内容をご一読いただき、ぜひ、ご家族でわが家の災害
対策について話し合って下さい。

深溝学区防災委員会「防災カルテ」作成委員会

伊奈　稔　　音部年秀　　鶴田善博　　祖父江知雄
長坂安博　　浅田恭平　　大竹博美　　田邊誠芳
稲吉優二　　岩瀬　清　　山下操子　　高橋健一
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５軒チームで支え合う
深溝の絆づくり

幸田町深溝学区防災カルテ　
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幸田町深溝学区防災カルテ　平成29年11月のアンケート結果(回収率68.4%[1,137/1,662])を中心に災害に対する備えをみると・・・

わからない

お住まいの建築年 昭和55年以前の内訳

５軒チームで決めた集合場所

震度・土砂災害

1深溝学区の災害危険度は

2私たちの地区は

居住年数

　深溝は、豊かな自然、豊富な歴史文化遺産など魅力の
ある地区ですが、急傾斜地が多く、土砂災害の危険度が
高い地区となっています。昭和20年に起きた三河地震
では多くの死傷者を出すなど大きな被害をもたらしまし
た。この三河地震による地震断層は、愛知県
指定の天然記念物として保護されています。

　居住年数30年より
長い方が5割以上を
占めます。

3自宅や家族の備えは

5まちの備えは

住まいの耐震性

水や食料の備蓄

家具転倒防止

避難訓練への参加

参加した

完璧またはおおむね
している

　「参加した」が過半数ですが、
「参加してない」も42.7％あります。

　深溝学区の避難所収容人
数は1,262人で18か所の
避難所があります。
　実際の災害時には、それ
ぞれの避難所の運営ができ
るよう日頃から訓練してお
く必要があります。

避難所収容人数

住宅の耐震化率

　昭和56年5月以前の旧基準で建
てられた家は耐震診断を受け、必
要な対策をする必要があります。
幸田町の耐震化目標(平成32年
で95％)と比べても低い現状です。

4地区の備えは

集合場所の認識

避難所の運営

認知率

人々のつながり

避難所運営は地域住民

近所で気軽に話せる人が
たくさん又は少しいる

防災面での課題
　６割近くが平成28年度の避難訓練に参加するなど、防災の取
り組み意識は高い反面、昭和56年5月以前の旧耐震基準時代に
建てられた家が多く、耐震診断を実施していない方も多いです。
家具転倒防止対策などの実施率も低く、事前準備できることが
やられていないという課題が残っています。
　地区内には18か所の避難所があり、それぞれの避難所の運営や
どう避難するかなど事前に準備できることがたくさんあります。

※人口等のデータはH30年10月

避難所収容人数

耐震診断を
受け耐震改修した

耐震診断を
受け問題なし

耐震診断を
受け耐震性
ないが未改修耐震診断を

受けていない

わからない

未回答

未回答

家具転倒防止状況 全くしていない人の理由

４日以上備蓄率

未回答

避難所の運営は

　避難所の運営は地域住民が主体だと認
識している人が約半数ありますが、行政
という人も36.7%います。
　災害時には人手が足りず、地域住民が
中心となって運営をする必要があります。

たくさん
いる

少しいる

あいさつ
程度ならいる

まったく近所と
関わりがない

未回答

250

人　　口：5,860人
世 帯 数：2,179世帯
高齢化率：24.9 %
　　　　　幸田町は21.0% 
平均年齢：43.80歳
　　　　　幸田町は41.40歳
人口増加率：3.29%
（H25.10からの5年間）
人口密度：5.4人/ha
地区面積：1,047ha

深溝小学校体育館 ※ 　   242人
南部中学校体育館 ※ 　   348人
里中央コミュニティホーム 　　 26人
老人福祉センター  　　 62人
深溝児童館  　　 37人
里東老人憩の家  　　 34人
里西コミュニティホーム 　　 26人
里保育園遊戯室  　　 37人
里曲松コミュニティホーム 　　 33人
深溝老人憩の家  　　 35人
市場中央コミュニティホーム 　　 44人
三ヶ根駅前コミュニティホーム 　　 43人
市場公民館  　　 65人
深溝保育園遊戯室  　　 61人
一ノ瀬コミュニティホーム 　　 34人
海谷公民館  　　 77人
仲組コミュニティホーム 　　 25人
逆川農村センター  　　 33人
 

避難所名 収容人数

5年以内

30年より長い

5～10年以内

10～15年以内

15～20年以内 25～30年以内

20～25年以内

昭和55年
以前

昭和56年
～平成12年

平成12年
以降

少しだけ
している

全く
していない

おおむね
している

完璧にしている未回答

家具や壁に傷を
つけたくないから

費用が
かかるから

手間が
かかるから

方法が
わからないから

考えた
ことも
ない

その他

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1週間分以上

4日～1週間分

2～3日分

2～3日分

～1日分

～1日分

していない

していない

4日～1週間分

水

食料

参加
してない 参加した

未回答

5軒チームの取り組みは

把握している

把握して
いない

未回答

良くも
悪くも
思わない

災害時は
自分のことで
精一杯だと思う

良い取り組み
だと思う

未回答

取り組みを
よく知らない

地域住民
行政(町)

外部の人間
わからない 未回答

学校・教員

平成28年度避難訓練への参加

近所で気軽に話せる人は

％

％

％

人

％

％

％

％

未回答

※耐震診断（無料）については幸田町役場の都市計画課までお問い合わせください。

※深溝学区では災害時に、5軒
　チームで決めた場所に集合し、
安否確認をすることになっ
ています。

土砂災害が
心配だな～。

深溝地区
幸田町×1/7

男 女

人 050100150200

90 歳以上
85 ～ 89 歳
80 ～ 84 歳
75 ～ 79 歳
70 ～ 74 歳
65 ～ 69 歳
60 ～ 64 歳
55 ～ 59 歳
50 ～ 54 歳
45 ～ 49 歳
40 ～ 44 歳
35 ～ 39 歳
30 ～ 34 歳
25 ～ 29 歳
20 ～ 24 歳
15 ～ 19 歳
10 ～ 14 歳
5～ 9歳
0～ 4歳

250200150100500 人

※震度は愛知県の被害予測調査による
※土砂災害危険箇所については平成31年2月1日現
在の情報を表示しています。事後の基礎調査に
よって数や範囲に変更が生じる場合があります。

図 41　深溝学区防災カルテ
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(3) 名古屋市南区桜地区

　名古屋市南区桜地区は桜小学校区の地区で、学区連絡協議
会を中心に活動している。2015 年国勢調査の人口は 6,544
人、世帯数は 2,846 世帯で、津波被害が心配される南区の中
では標高が高く、学区内に地下鉄桜通線の駅が２つある。同
じ南区内で内閣府のモデル地区として地区防災計画を策定し
た星崎学区との交流などもあり、防災に対する意識の高い学
区である。

A. 地区防災カルテの説明 ・ 課題出し

　2017 年 9月に区役所で学区連絡協議会長に地区防災カル
テについて説明し、12 月、学区連絡協議会のコアメンバー
と名古屋市地域防災室、南区役所総務課、名古屋大学で第 1
回の打合せをした。その際、名古屋市のコミュニティ・サポー
ターにも同席していただいた。区役所防災担当主査を中心に
課題を出し合い、ホワイトボージ上に貼り出して項目を整理
した。

図 42　課題出し作業

	図 43　課題出し

B. アンケートの検討

　2018 年 1 月には、アンケートの内容、実施方法などにつ
いて議論した。備え、対策、避難など聞くにしてもやってい

ない理由を聞くことが大事、災害に対する意識を高めるため
学区の特性を知らせる必要があるなどの議論がされた。また、
アンケートは世帯単位で実施してはどうか、実施時期は来年
度 4月か 5月を目標にしたい。配布は封筒なしでもよいので
はないかという意見で、回収したデータの入力も住民がやる
ことによりみんながどう考えているかを理解したいとの議論
がなされた。アンケート調査票案については区役所とコミュ
ニティサポーターが案を作り、次回検討メンバーでやってみ
て、内容を考えることとした。

C. アンケート調査票の作成

　2018 年 3月には、調査票の案を元に各設問の検討を行っ
た。会議での意見を元に、区役所で調査票を作成した。調査
票には、地区のハザードについても載せることになり 1ペー
ジ目に掲載した。

図 44　桜地区アンケート調査票 ( 表紙 )

D. アンケートの実施

　アンケート調査票は、各町内会を通じて 4月末に配布し、
6月上旬に回収した。その後、学区役員で入力作業を行った。

E. アンケート結果の議論

　2018 年 11 月に、アンケート結果の報告を行い、アンケー
ト結果についての感想や意見をポストイットに書いて整理し
た。また、下津地区のカルテを紹介したが、参加者からはカ
ルテの使い方のイメージが理解できたとの意見が出た。

図 45　アンケート結果への意見
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(4) 稲沢市小正地区

　下津地区の西隣の地区であるが、地区が大きく、2015 年
国勢調査の人口は 22,515 人、世帯数は 9,233 世帯で、小学
校区２つ分以上ある大きな地区である。JR 稲沢駅と名鉄国府
宮駅の間にある地区で、市の中心地である。

A. 地区防災カルテの説明

　2017 年 3 月、6月に地区まちづくり推進協議会の役員に
対して、地区防災カルテについて説明した。小正地区は地区
が大きく、小学校区が 2.5 校区分の広さがあり、なぜまちづ
くり推進協議会が取組むのかの位置づけなども整理しないと
前に進みづらいとの意見があり、7月の区長会で危機管理課
長から地区防災カルテについてまちづくり推進協議会で取り
組みを進めてもらいたい旨を依頼することになった。

B. 進め方議論

　2017 年 9月にまちづくり推進協議会の役員と市危機管理
課で打ち合わせし、市の考え方と地域役員の不安について意
見交換した。小さな地域 2～ 3地区で取り組みを進め、それ
を広げていく方法がよい。区長に対するアンケートを取り、
その結果を見てどこの行政区に依頼していくかを考えていく
という議論がなされた。

C. モデル行政区への地区防災カルテの説明

　2018 年 2月にモデルを依頼したい 3つの行政区（計 600
世帯弱）の役員に集まってもらい、大学から地区防災カルテ
についての説明を行った。自主性が大事との強調もしたが、
情報は行政がもっているのだから行政が作成しないとできな
い、地元組織で主体的にと言われてもどう進めていけばいい
かわからないので当初 1年ぐらいは行政がリードしてもらわ
ねば進まないなどの意見がだされた。
　2018 年 3月には 3つの行政区の新旧役員を対象に、行政
がリードする形で地区の課題出し作業を行った。

図 46　課題出し

D. 進め方議論

　2018 年 6月には、前回実施した課題の洗い出しの整理と
今後の進め方について議論した。

前回出た課題について、自助、共助、公助別のハード・ソフ
トに振り分けし、各出席者の意見により共助が多くなった。
会議前に３つの行政区のうちのひとつから辞退の申し出が
あった。会議当日も他2区については、はっきりやるとも言っ
ていないし、前区長からの引継ぎもそれほどされていないた
め正直辞退したいということであった。再度、取り組みの主
体から考えることとなった。

E. 検討メンバーの募集

　前回の会議の後、まちづくりの事務局である市民センター
の職員がこの事業の参加者を募集し、1名から参加希望があっ
た。2018 年 11 月には、参加希望者を含めたまちづくり役員
の方に事業の説明及び今後の進め方について会議を行った。

F. 対象地区の限定

　2018 年 12 月には、今後の方針について話し合い、ある
程度固まった。
　まず、取り組む範囲は小正小学校区とする。メンバーにつ
いては当面このメンバーで進めていく。今年度中にはアン
ケート内容を固め、来年度初めには実施する予定となった。
また、アンケートには区長の協力が必要不可欠であるため、
３月、４月で区長に対し、この事業についての説明を実施す
ることが確認された。

G. アンケート調査の検討

　2019 年 1 月には、アンケートの項目出し、区長説明資料
の確認を行った。アンケートの項目については、液状化につ
いて触れてほしいや防災行政無線のことを入れてほしいと
いった意見が出され、次回までにたたき台を作成することと
なった。説明資料については、まちづくりと市で区分けがはっ
きりしていないので、明確に分けたほうが良いと意見が出さ
れた。また、メンバーについても再検討することとなった。

図 47　アンケート調査内容検討

H. アンケート調査票の作成

　2019 年 2 月には、アンケートのたたき台を提示し、意見
を出し合った。また、今後のスケジュールについて決定した。
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(5) 碧南市日進地区

　碧南市日進地区は日進小学校区ある。2015 年国勢調査の
人口は 5,637 人、世帯数は 2,144 世帯で、1600 年頃は海で
あり干拓により造成をされた土地である。碧南市ではまちづ
くり協議会はなく、日進地区においては、「日進みらいの会」
がモデル団体として立ち上がり、まちづくり組織の設置に向
け市からの支援を受け活動を行っている。

Ａ． 地区防災カルテの説明

　2018 年 3 月に、日進地区の町内会長、自主防災会、日進
みらいの会の方に集まっていただき、市職員から地区防災カ
ルテの取り組みについて説明をし、取り組みの意義について
理解いただき進めて行くこととなった。
　2018 年 4月に、名古屋大学より他市町での取り組み状況
とともに、具体的な今後の取り組みの流れを説明した。取り
組みの参加者は、町内会長、自主防災会、日進みらいの会、
市議会議員、ＰＴＡ役員、市役所防災課、名古屋大学の 20
名程度で行っていくこととなった。　

Ｂ． 地区の課題出し

　2018 年 5 月に、2グループに分かれて日進地区の課題出
し作業を行った。他市町地区と同様に、２色のポストイット
を使用して、良い点や課題点等を各人出していき、グループ
毎に発表をした。地区住民の災害に対する意識や防災情報の
認知度の低さなどが指摘された。

図 48　課題出し

Ｃ． 課題整理とアンケートの項目出し

　2018 年 6月に、前回行った地区の課題出し作業で指摘さ
れた内容を、自助・共助・公助のどれに該当し、その課題が
ハード面のものなのかソフト面のものなのかを整理していっ
た。また、課題整理後に、地区住民に対するアンケート調査
を行っていくため、どのような事項を調査項目とするか簡易
な意見出しを行った。
　2018 年 7月に、アンケート調査項目とアンケート調査対
象について、話し合いを行い決定した。調査票については、
10 月までに市防災課にて案を作成して、その案をたたき台
に話し合いを行い、加除修正をしていくこととなった。アン

ケート対象については、町内会加入世帯と町内会未加入世帯
の双方に行い、町内加入世帯へは町内会を通して配布回収し、
町内会未加入世帯へは、防災カルテ会議の参加者で配布し、
料金受取人払い郵便で回収することとなった。

Ｄ． 調査票づくり

　2018 年 10 月にアンケート調査票案を基に、質問項目一
つずつを確認していき回答しやすいかどうか、集計する際に
困らないか等を話し合い加除修正していった。話し合いで出
された意見を踏まえて調査票を市防災課で修正して、次回に
試し回答を行うこととなった。
　2018 年 11 月に、修正したアンケート調査票案を試し回答
して、一部修正を行った。また、実際にアンケート調査を進
めるにあたって印刷、用紙・封筒の購入、配布回収、入力作
業の役割分担等も話しを行い、印刷は市防災課が担当し、用
紙・封筒の購入、配布回収、入力作業は、防災カルテ会議の
参加者が担当することとなった。予算については、市から自
主防災会へ支出している防災訓練等委託料を活用した。

Ｅ． 回答の入力、 集計、 分析

　2018 年 12 月末までにアンケートの回収が行われ、2019
年 1 月に調査票の開封作業を行った。入力作業については、
地域の方で役割分担をしていただき、すべて行っていただい
たため、防災課職員で入力作業をすることはなかった。分
析については、単純集計及びクロス集計ともに名古屋大学で
行った。

　2月には集計速報を、3月には確定集計を報告し、意見交
換をした。アンケート結果から平日の日中に日進地区内にい
る人が結構いることや、防災訓練が開催されていること自体
知らない人が大半であること等が把握でき、今後の取り組み
を検討するにあたっての資料として活用していく。

図 49　アンケート開封作業
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(6) モデル地区の取り組みから

　モデル 5地区は、それぞれ地区の状況、住民組織の形など
が異なるが、地区防災カルテの取り組みを通じて、良かった
点と課題を整理してみると以下のようにまとめることができ
る。

A. 良い点

　防災カルテの取り組みに参加いただいている地区の方は、
防災に関心が強く積極的に取り組んでいただけている。地区
を熟知している方たちでもあるので、地区の情報を共有しや
すく、行政だけでは気づけない意見がでることもあった。
　また、防災カルテを作成する過程の中で、地区への防災ア
ンケートを行い、今までは感覚的に捉えていた地区の状況を
数字で可視化できるようになり、データを基にした課題分析
や防災対策の優先順位を検討できることに繋がった。
　さらに、カルテの中に、取り組み方針を書き込むことによ
り、地区として次に何に取り組みかが明確になり、カルテ作
成後の活動につながりつつあることは良かった。

B. 課題

　現在、モデル地区での防災カルテの取り組みは、名古屋大
学・行政・地区の３者で進めているが、最終的な目標は地区
が主体となり、地区だけで防災に取組んで行けるようになる
ことである。しかし、現状は、名古屋大学・行政において先
導をしている状態であり、どのように地区へ取り組みの主体
を引き継ぐのかが大きな課題であると感じている。
　また、地区が取り組みを継続していくにあたって、どのよ
うな組織体で行っていくのかや活動資金をどのように確保す
るかも課題である。組織体としては、町内会長 ( 区長 ) が毎
年交代するところが多く、取り組みの継続性の課題がある。
幸田町深溝学区では、その点をカバーする防災委員会を立ち
上げているところに特徴がある。活動資金においては、行政
からの支援を頼りにしていることが大きく、事務作業につい
ても行政への依存が高い傾向がみられる。
　今後、地区において継続的に防災に取り組んでいくために
は、上記のような課題を乗り越えていく必要がある。
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6. 地域組織とサポートのしくみ
　モデル地区に関わっている中で、自治体により地域組織の
あり方や行政との関係が異なることがわかった。そこで、減
災連携センターに自治体から来ている受託研究員の協力によ
り、各自治体の地区運営組織のあり方や行政との関係などに
ついて調べてもらい、愛知県全市町村の状況を整理した。　

(1) 様々な地域組織

　町内会（自治会、区、行政区等）が地域住民組織の基礎的
な組織となっている。その町内会が集まった組織（連区、連
合自治会等）を作っている自治体もある一方、小学校区単位
などで各種団体が集まったコミュニティ推進協議会、地域協
議会等の組織を作っている自治体もある。それらを、協議会
の組織のあり方と小学校区との関係で整理したのが表 8であ
る。

	

町内会・自治会のみの組織(1) 各種団体の組織(2) 地域自治区

中学校区/小学校
区またはそれ以
上(A)

豊橋市(校区自治会) 51<52 一宮市(地域づくり協議会) 22/23<42

春日井市（コミュニティ推進協議会） 14<37

豊田市(地区コミュニティ会議) 28<75

稲沢市(まちづくり推進協議会) 9<23

大府市(コミュニティ推進協議会) 7<9
愛西市(コミュニティ推進協議会) 10<12
弥富市(コミュニティ推進協議会) 6<8
大口町(地域自治組織) 3≒3
東浦町(コミュニティ推進協議会)　6<7

豊田市(地域会議) 28<75
新城市(地域協議会) 10<13

小学校区(B)

尾張旭市(連合自治会) 9=9
みよし市(コミュニティ推進協議会) 8=8

半田市[コミュニティ推進協議会] 13=13
津島市(コミュニティ推進協議会) 8=8
碧南市(地域まちづくり組織) 0=7
西尾市(コミュニティ推進協議会)  26=26
犬山市(コミュニティ推進協議会) 6/10=10
小牧市(地域協議会) 4/16=16
東海市(コミュニティ) 12=12
知多市(コミュニティ) 10=10
高浜市(まちづくり協議会) 5=5
長久手市(まちづくり協議会) 1/6=6
阿久比町(コミュニティ推進協議会) 2/4=4

小学校区及びそ
れ以下 (C )

半田市(コミュニティ推進協議会)  33>13
豊川市(連区) 31>26
蒲郡市(総代区) 48>13
常滑市(行政区) 28>9
大府市(自治区)  10>9
豊明市(行政区) 27>9
日進市(区) 19>9
清須市(ブロック) 38>8
長久手市(自治会連合会・区)  9>6
扶桑町(コミュニティ推進協議会) 24>4
南知多町(まちづくり協議会) 7>6

名古屋市(学区連絡協議会) 266>262
瀬戸市(地域力向上委員会 ) 16/21>20
田原市(コミュニティ協議会) 20>18
あま市(コミュニティ推進協議会) 13>12

町内会(D)

岡崎市、碧南市 、刈谷市、安城市、江南市、知立
市、岩倉市、北名古屋市、東郷町、豊山町、大治
町、蟹江町、飛島村、美浜町、武豊町、幸田町、設
楽町、東栄町、豊根村

図 50　地域組織のタイプ
A. 協議会方式

　コミュニティ推進協議会など小学校区の各種団体が協力し
て地域づくりを推進しようとする団体は 1970 年代に全国的
にコミュニティ推進策が進められた時期に設立されていると

表 8	愛知県内自治体の地域組織

　　　　　　　　　　　　　29自治体（53.7％）　　　　　　　　　　　　　　　24自治体（44.4％）　　　　　　　　　　　1自治体（1.9％）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※（1）の自治体数 29は協議会方式に移行中や計画中も含めた数字
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考えられる。一方、阪神淡路大震災以降、地域の防災力を高
めることが大切であるとの認識が高まり、自治体でも地域力
向上を施策として取り上げ、まちづくり推進協議会などの組
織づくりを推奨している自治体も増えている。
　名古屋市は 1970 年代から小学校区を単位とする学区連絡
協議会の設置を促進し、各学区に地域活動の拠点となるコ
ミュニティセンターを整備してきた。現在、コミュニティセ
ンターの整備もかなり進み、コミュニティセンターは学区連
絡協議会を指定管理者として運営委託されている。近年、小
学校を統合するケースがでてきたが、統合後も地域組織とし
ての学区連絡協議会は旧小学校区単位で存続しているため、
学区連絡協議会は小学校数より多くなっている。学区連絡協
議会は小学校区内の各種団体等の代表で構成され、名古屋市
から活動助成金も交付されている。
　高浜市では、「各小学校区の町内会や各種団体、住民が連
携して、各種団体だけでは解決できない問題や課題について
取り組み、まちづくりを進める新しいコミュニティ組織『ま
ちづくり協議会』を設立しています。」（高浜市ウェブサイト）
と 2005 年度から小学校区単位の組織づくりを推進していま
す。他にも近年施策として取り組んでいる自治体が複数あり、
前述した阪神淡路大震災や 2000 年の地方公共団体への権限
委譲やその後の平成の大合併などの時期で、自治体が新たな
まちづくり施策を展開する流れの中で打ち出されたと考えら
れる。

B. 協議会等がない地域

　協議会等がない地域は基礎的団体としての町内会 (行政区 )
単位で動いている。一部、連区など小学校区などの単位で町
内会の集合組織を作っている自治体もあるが、そうした組織
がない所は、指定避難所が小学校という場合が多く、避難所
の運営についても地域役員がどう調整し関わるのかという点
で課題があるのではないか。

(2) 行政の支援策

　行政から地域への支援としては人的支援、財政的支援、組
織的な位置づけなど各種の施策を進めている。

A. 人的支援

①地域と行政の関係
　区長・町内会長などを行政の特別職非常勤公務員と位置づ
け、地域の行政のパイプ役として働いてもらう自治体が２５
あり、その他にも行政 ( 市政 ) 協力員などの名称で委嘱して
いる場合もある。また、行政職員を地域担当として意思疎通
を図っている自治体もある。
②人的支援
　その他、行政の担当課が地域の取組みをサポートする以外
に、コミュニティサポーター ( 名古屋市 )、専門家のアドバ

イザー派遣制度 ( 名古屋市 ) などの派遣制度、まちづくり人、
防災リーダーなどの人材養成の取り組みが行われいてる。

B. 財政的支援

　地域活動の財源は、会費が基本になるが、行政からの活動
助成金なども地域の重要な財源となっている。行政から地域
への活動助成金の出し方としては、運動会、祭りなどそれぞ
れの活動に助成する方法、個別に出さず包括的に助成する方
法の 2通りあるが、多様な地域活動をサポートするため後者
に移行する自治体が出てきている。
　また、行政の広報紙などの文書配布を町内会等に委託する
自治体もあり、地域活動財源の１つとなっている。

C. 組織的位置づけ

　町内会等も含めた地域協議会を行政が位置づけていく動き
も出ている。瀬戸市 (2007, 地域力向上プラン [ 答申 ])、半田
市 (2017, 自治区のあり方検討会議提言 )、小牧市 (2013 年 ,
地域協議会方針 )、碧南市 (2011, 協働のまちづくりに関する
基本条例 )、大口町 (2009, まちづくり基本条例 ) など自治体
の施策として地域協議会を位置づけている。

(3) 地域担当制

　前項の行政の支援策のうち、人的支援について 2018 年度
グループ２（以下Ｇ２）で検討した。

A. はじめに

　近年、大規模な自然災害が各地で発生し、地域住民が地域
コミュニティ内で協力し助け合う「共助」の取り組みが改め
て推奨されている。共助の主体となるのは、町内会や自治会、
まちづくり協議会、自主防災組織といった地域組織であり、
共助を推進するためには防災訓練を始めとする平時からの地
域活動が重要である。
行政は地域の活動支援を行うと共に、地域と行政が共に取り
組む「協働」についても推進すべきであり、一部の自治体で
は協働体制の構築のために「地域担当職員制度」を運用して
いる。
　地域担当職員制度とは、行政職員が各地域の担当者として
配属され、住民との対話や交流を通じて地域課題の解決を図
る制度を指し、現在 300 以上の自治体で導入されている。住
民と密接に関わる同制度を防災面でも活用することで、より
円滑な災害対応に貢献できると考えられる。
　そこで、本グループでは、地域担当職員制度を持つ自治体
に加え類似の制度を持つ自治体へ制度の内容と災害時の地域
対応についてヒアリング調査を行い、その上で地域担当職員
制度の災害時の展開上の可能性と課題を考察した。
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表 9　	地域担当職員制度一覧

B. 地域担当職員制度の事例調査

　地域担当職員制度を持つ愛知県内の 3つの自治体と、別途
職員を雇用して地域活動を支援する制度を持つ三重県四日市
市を対象として、その取り組みと地域担当職員の防災に繋が
る平時の活動、及び災害時の役割の有無について調査を行っ
た（表 9）。
①名古屋市
　名古屋市は政令市であるため、地域に密に関わる職員は主
として区役所の職員である。制度の運用方法は区役所ごとに
決定しているため全市的に統一されていない。今回ヒアリン
グを行った天白区では、管理職と一般職が主担当・副担当と
いう形で各地区 2名ずつ割り振られ、今回の調査対象の中で
唯一部長職を登用対象に含んでいる。平時の防災活動面では、
担当地区の防災訓練への参加、災害時の避難所担当と同一の
職員の登用が行われている区がある一方で、特段活動してい
ない区もあり、活動の状況は区により異なる。発災後の対応
については、避難所施設ごとの担当職員が別に存在するなど
の理由から現在は地域担当職員に役割を定めていない。
②半田市
　半田市においては制度開始から現在 2期目であり、通常職
務でも地域住民と直接関わることが多い職位の職員を登用し
て制度のあり方や地域住民との関わり方を徐々に確立させて
いる。平時の防災活動面においても、地域の防災訓練に出席

するなど担当職員と地域の顔つなぎを重視している。発災後
については役割を定めていない。
③高浜市
　高浜市では地域の要望に応える形で地域担当職員制度に該
当する「まちづくり協議会特派員制度」が創設された。平成
29 年度に制度の見直しが行われ、現在は入庁して日の浅い
職員が地域を学ぶ場とする職員研修の面が強くなっている。
　平時の防災活動面では、担当地区の防災訓練へ参加するこ
ととなっているが、防災に関する会議へは防災担当部署の職
員の中から別に地区担当を定めて出席している。発災後につ
いては役割を定めていない。
④四日市市
　四日市市では自治体職員ではなく一般の住民を試験により
登用し、地区市民センターに専任職員として常駐している。
地域活動における相談窓口であり、活動内容への助言以外に
行政や関係団体との仲介を担う役割もある。
　発災後の職務は定められていないため、一般の地域住民と
いう扱いとなる。

C. 災害時の地域対応

　Bの調査事例では、地域担当職員制度において災害対応の
役割は具体的に検討している自治体はなかった。そこで、愛
知県内において地域担当職員制度の運用年数が長い高浜市
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と、災害対応のための地域担当制を実施している岡崎市（表
10）を比較し、災害時に起こりうる課題を考察した（図 51、
52）。
　高浜市においては前述のとおり、地域担当職員であるまち
づくり協議会特派員には災害時の役割が定められておらず、
通常職務に基づく災害対応業務に従事するものとされてい
る。地域防災計画において、災害発生時に地域住民と直接関

表 10　	災害対応のための地域担当職員制の例（岡崎市）

	自治体名 	岡崎市

	人口規模 	387,566 人

	制度名称 	地域防災連絡員

	対象となる職員等 	避難所のある地域在住の職員 ( 指名 )

	担当任期 	１年

	併任 /専任 	併任

	業務上の位置付け 	公務

	支援対象の単位 	主に小学校区

	支援対象の地区数 	50

	地区毎の担当者数 	1 人

	平時の防災活動 	担当地区の防災訓練等への参加

	災害時の役割 	災対本部との連絡調整、避難所の運営

図 51　	汎用性のある地域担当制の体制の例

図 52　	災害対応に特化した地域担当制の体制の例

わるのは主に地域との連絡調整を行う「地域班」、避難所の
運営に携わる「施設班」「学校班」である。地域班は平時に
町内会やまちづくり協議会等の地域活動に関する事務を行う
地域協働担当部署が担い、発災直後にはまちづくり協議会よ
り報告される情報の集約、行政が発信する情報の住民への周
知などを行う。	
　一方、施設班、学校班を構成するのは、公民館等の公共施
設担当、保育士を含む保育園・幼稚園担当、教育委員会となっ
ている。専門職である保育士は地域担当職員制度の対象から
は外されている。
　地域班を構成する部署は平時から地域との関係性が強いた
め、地域との調整については比較的スムーズな実施が可能と
考えられる。しかし、施設班及び学校班の職員は、子育て世
代以外の住民との繋がりが希薄である可能性も否定できな
い。地域特性や地域団体等の情報を持たずに避難所へ派遣さ
れた場合、実際の運営を担う地域住民との調整、ひいては円
滑な避難所運営・対応が困難となることが考えられる。
　災害対応に特化した地域担当制の強みは、平時から地域の
訓練や会議に参加することで、高浜市における制度上の課題
となっている「地域との繋がり」を深められるところにある。
また、活動に参加して地域に対する理解を深めることで、地
域と連携したスムーズな避難所の立ち上げ、利用者の特性に
配慮した避難所運営等が期待できる。
　このように、災害対応に特化した地域担当制は災害時に有
効であると考えられるが、災害時にも本来の所属部署で業務
を抱える事務職及び技術職を避難所担当として配属すると、
職員数が少ない自治体では業務が滞る恐れがある。小規模な
自治体では平時においても職員数が十分に確保されず業務に
支障をきたしている場合も少なくなく、	導入は困難であると
考えられる。

D. 自治体の規模に応じた地域担当職員制度の活用

　地域担当職員制度は地域の課題やニーズ等重要な情報を集
約し実情に応じたきめ細やかな対応を目指した制度であり、
担当職員が地域に足を運び築いた信頼関係の下に得た情報に
は情報濃度の高いものも多分にある。しかし、ここまでに示
したとおり、災害時に地域に出向き活動する職員がその情報
を入手し、現場で生かすことまでは検討されていない。
地域担当職員の活動を災害時に活かすための方策について考
察を行ったところ、次のような運用案とそれに対する問題点
が分かった。
　まず、最もコストをかけずに実施可能であるのが、地域担
当職員と災害時に地域で活動する職員が平時から密に情報共
有を行うことである。活動報告書の作成や活動報告会、意見
交換等で担当する地域に対する認識を統一させることができ
る。また、年に一度でも避難所担当の職員が地域担当職員と
共に地域の活動に参加する機会を設けることができれば、よ
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り効果的であると考えられる。避難所担当の職員自身を地域
担当職員として登用することも考えられるが、多くの自治体
では保育園・幼稚園の保育士が避難所担当として指定されて
いる。業務内容から一般事務職よりも会議や活動への出席が
困難であることが予想されるため現実的ではないと言える。
次に、災害時の初動体制を見直し、現状では災害時の役割を
与えられていない地域担当職員や地域担当職員OBが初動期
のみ地域との調整に協力した場合、避難所の立ち上げ等ス
ムーズな初動対応を期待できる。例として発災の翌日までな
ど期間を定めて活動することで本来の職務が著しく停滞する
ことは避けられるが、地域担当職員の所属部署の職員の理解
と協力が必要である。また、本来の職務以外の業務が発生す
ることで、特定の職員に業務が集中してしまうことも避けら
れない。職員の負担を軽減するという点では、四日市市のよ
うに市民を地域担当職員として採用し、災害時には組織に縛
られず地域で活動できるマンパワーを確保しておくことが有
効である。市民だけでなく、消防職員OBのような知識や経
験のある人間を採用すれば、地域担当職員自身が地域に適切
な助言を行うことも可能となる。しかし、制度の新設や予算
の確保等が必要となることから、財政規模の小さい自治体に
おいては非現実的である。

E. まとめ

　地域と行政の関わり方や協働体制について、正解というも
のは存在しないと考える。自治体規模、財政力、地域の風土
や歴史、そこに住んでいる人々など、類似していることはあっ
ても全く同一の自治体はなく、地域をどのような体制で支援
し協働していくかはそれぞれの自治体で検討が必要である。
　そのためにはまず地域を知ることが重要であり地域担当職
員制度は有効なツールの一つとなり得るが、制度自体の運用
方法を模索している自治体も多くあるのが現状である。他の
自治体の活動事例などを参考に地域担当職員制度のあり方を
定め、まちづくり活動からは分離されることの多い防災活動
もまちづくりの一環であると捉えることで、地域担当職員制
度が災害時における自治体の地域対応の一助となることが期
待される。
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7. 地域力の指標化
　地域の防災力を高めるためには、日常の地域力を高めるこ
とと防災に関する取組みを進めることの２つの視点が必要で
ある。
　１つ目の日常の地域力としては、地域のつながりや自発的・
民主的な地域運営、地域活動へのより多くの人々の参加など
特定の課題に関係なく組織力をどう高めるかという視点であ
る。２つ目の防災の取組みは、いくら組織力が高くとも、防
災についての知識や訓練、事前対策など専門的な視点からの
取組み ( 準備 ) なくしては、発災時に対応できない。防災・
減災という点からは、これら２つの力を地域としてどう身に
着けていくかが課題であると考えられる。

(1) 地域力

　Wikipedia によると、「地域力とは、そもそも阪神淡路大震
災の発生に際し、災害に強い地域を形成する上での原動力と
して神戸市在住のまちづくりプランナー宮西悠司により提唱
された概念である。」
　宮原が地域力について提案したのが 1986 年※ 1で、都市
計画の分野では地区計画制度ができ (1980 年 )、神戸市でも
地区レベルのまちづくりに力をいれていた時期である。
今日、地域力の概念はそれぞれ地域力を発揮する分野に対し
て、地域防災力、地域防犯力、地域教育力、地域子育て力な
どともいわれることもあるが、元来、地域力という概念は地
域の総合力としての意味を持つものである。
　宮原は、地域力３つの構成要素として、①地域への関心力、
②地域資源の蓄積力、③地域の自治能力をあげている。
また、近年は、社会学、政治学、経済学、経営学などにお
いて用いられる概念としてソーシャル・キャピタル（Social	
capital、社会関係資本）という言葉が使われる。1993 年ア
メリカの政治学者ロバート・パットナム提唱し、ソーシャ
ル・キャピタルとは、人々の協調
行動を活発にすることによって、
社会の効率性を高めることのでき
る、「信頼」「規範」「ネットワーク」
といった社会的仕組みの特徴であ
るとする定義が広く理解されるに
至った。
　一方、行政が「地域力」をどう
定義しているかについては、2007
年の瀬戸市地域力向上プラン ( 答
申 ) では「防犯や防災、教育など地
域が抱える問題・課題を住民が関
心を持ち、参加し、解決していく
総合的な力」と定義し、2008 年の
東京都市長会の地域力の向上に向

けて ( 提言 ) では、「自治会・町会等の地縁組織、ＮＰＯ等の
市民団体や企業、これらの核となる市民及び行政が相互に連
携し、総合力をもって主体的に地域の課題を発見し解決する
力」と言っている。

(2) 地域防災力

　地域防災力については、「『地域防災力』をどう評価する
か－研究展望と課題－」永松伸吾ら（防災科学技術研究所）
2009 年 8 月の研究がある。この研究の中で、先行する 12
研究を取り上げ比較研究している。その仲で地域防災力の構
成要素として「リスク認知・把握水準」、「顕在的対応力」、「潜
在的対応力」の３つの要素をあげている。そして、地域防災
力評価研究の展望として①地域の単位としておおよそ避難所
単位を基礎とすること、②地域の社会的構造そのものを評価
の対象とすること、③地域が直面するハザードや暴露、物理
的脆弱性についても考慮すること、④防災力評価を用いた地
域防災力向上の方策まで考慮すること、⑤地域防災力向上戦
略としての参加型アプローチの提案の５点を掲げている。

(3) 指標化

　実際に、地区防災カルテを作成する中で、地域力や地域防
災力が評価できると、地域の活動の物差しとして活用してい
くことができる。
　2017 年度第３回 GM研究会で、どんな指標を考えられる
かアイデア出しをしたものが図 53である。
	　しかし、これらのアイデアを整理することは難しく、住民
アンケートでも設問に入れることができる数に限界がある。
　そこで、図 54 のように単純化し、各世帯に聞くアンケー
ト調査により把握するものと、団体の活動等について団体か
ら聞き取り調査を行い、整理するものに区分して地域力、地

図 53　2017 年度第 3回研究会での「地域力指標」アイデア
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域防災力の把握を試みることにした。

						図 54　地域力と地域防災力

(4) 地域防災力指標化の検討

　2018 年度、活動状況に応じた地域防災力評価の検討を行っ
た。
A. 背景と目的 

　地域の持つ防災力の向上は、地域、研究者、行政など防災
に携わる多くの者にとってその実現が強く望まれる課題の一
つである。そのために様々な視点でのアプローチがなされ
ているが、グループ４（以下、「G４」という。）がテーマと
した地域防災力の評価及びその見える化も既往研究等が取り

組む大きなテーマの一つである。G４において既往研究を調
べたところ、地域防災力の評価についてはいくつかの試みが
なされているものの、一定の基準を評価者側で設定している
ものがほとんどであり、地域の特性や地域の目指す自主防災
組織の形などを反映するようなものではなく、あくまで俯瞰
的に自主防災組織を捉え、横並びの評価を可能とするもので
あった。もちろんそれぞれの自主防災組織を比較し、その比
較の中で防災組織の活性化を図ることも重要であるが、G４
では、地域防災力の評価及びその見える化が自主防災組織の
活動をより活性化していくためには評価者側の視点だけでは
なく、評価される側の視点も持つことが必要なのではないか
という問題意識の下、その在り方についての検討を行った。

活性化のポイント

(1)	自主防災組織が自ら継続して評価を実施する
　		ことができる
(2)	自主防災組織が自らの特徴・特性を踏まえ、
				重点を置く項目には評価点を多く割り振るこ
			とができたり、新規に項目を付け加えること
			ができるようにするなど、自主防災組織が自
			らの手で一定程度、評価基準等のカスタマイ
		ズができる

表 11　自主防災組織活動の活性化のポイント

図 55　活動状況に基づいた評価項目等
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B. 地域防災力評価の現状と G4 による検討

　G４で地域防災力の評価に関する研究を調査したところ、
豊橋技術科学大学の大貝彰教授らが取り組む「地域防災力評
価ツール」を参考にした上で、評価される側の視点を取り入
れた事例を検討することとなった。
G４が行った検討の中で自主防災組織の活動の活性化のため
に必要だと思われるポイントは以下のとおりである。
　表１1のポイントを踏まえ、G4にて作成した評価項目等が
図 55である。
　図 55 は地域の活動状況に基づいた地域防災力の評価項目
であるが、赤枠内の活動状況に項目ごとの重要度係数や評価
を入力することで、地域防災力の評価が可能となっている。
また自主防災組織が自らの特性等に応じて評価項目を加除す
ることも可能となっている。
　これらの評価とともに防災力の見える化に取り組んだもの
が図 56である。図 56は図 55の評価シートに重要度係数や
評価を入力することで自動的に円グラフが作成され、評価指
標の大項目における自主防災活動の見える化がされるもので
ある。自主防災組織自らの手により評価がなされ、継続的な
評価が実施されていくためにはできる限り簡便な手法により
これを可能としておく必要がある。
　以上、G４では自主防災組織の活動状況という点からの地
域防災力の評価に取り組んだ。

C. 行政における取り組みと本事例との比較

　Bにおいては G４の検討事例を紹介したが、活動に着目し
た取り組みは、行政においても実施され始めている。本稿に

おいては名古屋市の展開する『地区防災カルテ』を参考に G
４の事例と比較を行う。
　名古屋市の地区防災カルテであるが、これは「地域の地形、
歴史、災害リスク、防災活動状況など、防災に関連する情報
を 266 学区ごとにまとめたもの（名古屋市HP）」である。カ
ルテは STEP1（地域特性）と STEP2（防災活動）の 2部構成
となっており、それぞれの学区の防災活動が STEP2 でまとめ
られているとともに、各活動項目におけるチェック機能も有
しており、現状の把握と確認が同時に行えるものとなってい
る。
　名古屋市地区防災カルテの例を図 57 に示すが、図にある
とおり、活動の性質にあわせて指標や項目を作成するなど、
カルテを利用する人を意識したつくりとなっており、自主防
災組織の視点を重視している点は G４の検討事例と共通して
いる部分である。
　共通するコンセプトを有する２つの事例を比較検討するこ
とによって G4の検討事例の改善点を検証したい。
　G４で検討を行った両者の比較が表 12である。
　表 12からもわかるように G４の検討事例のデメリットと
して活動の質が評価できない点が挙げられる。
　G４の手法は地域の活動状況に着目する反面、防災活動の
質そのものの評価は行っていない。その理由はいくつかある
が、最も大きな理由としては今回のような手法で活動の質を
評価することの妥当性の検証が困難だからである。もちろん
各々の防災活動毎にチェック項目を設けて質の評価を行うこ
とは可能である。ただし防災訓練や防災啓発などのいわゆる
防災活動は言葉の持つ意味の幅が広く、同じ名称で呼ばれる

図 56　評価シートの入力により自動作成される円グラフ
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活動であってもその内容は千差万別である。こうした事情を
踏まえて、G４としては質の評価は有識者や地域の防災リー
ダーなど専門的な知識を有する方が活動に参加して実施す
る、またはアンケートや反省会などの参加者から意見をいた
だく機会を設定することで質の向上を試みることが有効だと
考える。名古屋市地区防災カルテのように自主防災組織の目
線だけでなく、行政の考える防災計画とすり合わせを行った
上での項目の整理は G４における事例についても必要である
が、地域防災力の評価にあっても一つの手法でなく、有効な

手法を組み合わせての実施を検討していく必要がある。

D. 今後の課題とまとめ

　G４では自主防災組織の活動状況に着目し、地域防災力の
評価を試みたが、いずれにしろ、防災力を定量的に評価し、
その評価に基づいて地域防災力を PDCA サイクルにより向上
させていくためには自主防災組織が継続して取り組むことが
できる仕組みづくりが重要となる。
　また、今回の評価シートは G４内での検討の結果であり、
自主防災組織の試用によるリファインはされていないため、
実装していくためにはモデル的に自主防災組織に運用しても
らうなど、使う側の視点を取り入れる工程も必要となる。
　上記２点だけではなく、自主防災組織が自ら地域防災力の
評価を行っていくための課題は他にも考えられるが、継続的
に使う側の意見を取り入れた改善を行うことが必要である。
　今回の検討において G４は自主防災組織の視点に重きを置
いて、地域防災力評価の提案を行った。もちろん地域防災力
の評価手法はこれ以外にも数多く考えられ、視点だけでなく
技術的にも多様な方法が存在し得る。地域防災力の定量化を
どのように捉えるかによって評価手法は大きく異なるが、既
存の方法も含め、全ての評価手法において地域防災力の向上
に資するという本来の目的が見失われてしまうことなく、今
後、こういったツールにより地域防災力の向上という大きな
課題が解決していくことに期待したい。

参考文献
1) 大貝	彰ら　『住民参加による地域コミュニティ単位の地域
防災力評価ツールの開発』	2011 年
2) 名古屋市　『名古屋市地区防災カルテ	千種学区』　2018 年名古屋市地区防災カルテ G4 の検討事例

特徴

・行政が基本的部分を示し、
地域で情報を追加していく
カルテ
・色々な行政からの視点が
網羅されている

・防災の活動状況に着目し
たチェックシート

メリット

・行政計画に沿った行動が
できているかチェックでき
る

・進捗状況が分かりやすい
・経年変化を比較しやすい

デメリット

・内容が難しい
・項目が多い
・経年変化が分かりづらい

・活動の質が評価できない
・活動のみの評価である ( 防
災に必要な事項が網羅され
ていない )

図 57　名古屋市地区防災カルテ　STEP2 の例

表 12　名古屋市地区防災カルテと G4検討事例の比較
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8. 地区防災計画
　2013 年の災害対策基本法改正で「地区防災計画」が明記
された。内閣府は2014年度から2016年度の３か年にわたっ
て全国 44 のモデル地区で計画策定の取り組みを進めた。愛
知県内では、名古屋市、美浜町、一宮市、岡崎市の４自治体
で取り組まれた。

(1) 地区防災計画とは

　災害対策基本法第４２条の２で「地区居住者等は、共同し
て、市町村防災会議に対し、市町村地域防災計画に地区防災
計画を定めることを提案することができる。この場合におい
ては、当該提案に係る地区防災計画の素案を添えなければ
ならない。２　前項の規定による提案（以下この条において
「計画提案」という。）は、当該計画提案に係る地区防災計画
の素案の内容が、市町村地域防災計画に抵触するものでない
場合に、内閣府令で定めるところにより行うものとする。３　
市町村防災会議は、計画提案が行われたときは、遅滞なく、
当該計画提案を踏まえて市町村地域防災計画に地区防災計画
を定める必要があるかどうかを判断し、その必要があると認
めるときは、市町村地域防災計画に地区防災計画を定めなけ
ればならない。４　市町村防災会議は、前項の規定により同
項の判断をした結果、計画提案を踏まえて市町村地域防災計
画に地区防災計画を定める必要がないと決定したときは、遅
滞なく、その旨及びその理由を、当該計画提案をした地区居
住者等に通知しなければならない。５　市町村地域防災計画
に地区防災計画が定められた場合においては、当該地区防災
計画に係る地区居住者等は、当該地区防災計画に従い、防災
活動を実施するように努めなければならない。」と定めてい
る。
　地区防災計画は自由度が高いということが特徴で、エリア
を地域に一番根付いているコミュニティ単位で計画を作成す
ることができる。また、計画内容も決められた形式がないた
め自由な内容を掲載することができる。逆に、自由度が高い
ため何を掲載するか決めることが難しいとも言える。

(2) 愛知県内の事例

　愛知県内の事例のうち、名古屋市南区星崎学区と岡崎市松
本町の事例についてＧＭ研究会で受託研究員に報告しても
らったので、概要を述べる。

A. 名古屋市南区星崎学区

　星崎学区は名古屋市の南部に位置する小学校区で、面
積 199ha、人口 6,095 人、世帯数 2,595 世帯、高齢化率
26.9％（2015 年国勢調査）で、1959 年の伊勢湾台風で最
高浸水約 3ｍ、湛水日数 15 日という被害を経験し、2000
年の東海豪雨でも浸水被害があった地域である。東日本大震

災をきっかけに住民が不安を抱き、2015 年８月から 2017
年 3月まで、学区会長、各町内会長、民生児童委員、消防団、
学区防災アドバイザー、ＮＰＯ、行政が集まり、作成した。
　特徴としては、11の町内会ごとに一時避難場所を設定し、
情報の伝達・収集方法を町内会ごとに確立し、年 1回各町
内会で訓練しＰＤＣＡサイクルを回す計画となっている。ま
た、学区内の約２割が自力避難困難で学区全体で減災に取り
組み、被災しなかった人の力を自力避難困難者に振り向ける
仕組みづくりを検討する。
　星崎学区の地区防災計画は 2017 年 3 月にまとめられ、
2017 年 6月の名古屋市地域防災計画に位置づけられた。

図 58　星崎学区地区防災計画

B. 岡崎市松本町

　岡崎市は、2006 年度から、町内会が主体となって、地域
の危険箇所や地域住民が確保した避難施設などをマップに整
理する「町防災マップ」事業を行っていた。その後、都市計
画課が災害危険度判定調査を行い、地域の脆弱性が把握でき
たので、調査結果を基に防災カルテを作成した。それらを有
効活用する意味も含め地区防災計画事業を進めることとなっ
た。
　松本町は、歴史的な町並みが形成されていて、お祭りによ
る人と人のつながりが豊かな地域であるが、災害に対しては
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脆弱な地域で高齢化率も４割を超えている。
　計画の検討にあたって、検討会を開催し、防災上の課題確
認と意見交換、町の組織体制や避難所等の検討、まち歩きに
よる危険箇所の確認などを行いまとめていった。

図 59　松本町でのまち歩き
　基本方針として、日頃の地域福祉活動や近隣コミュニティ
づくりと、災害時の備えを一体的なものとして進めること、
「災害時要配慮建物（老朽家屋）」と「災害時要配慮者」の両
方を実態把握し対策することの２点を掲げている。
　また、長期的な活動計画として、「災害に強いまちにする
ためにも、高齢者が安心して暮らせるまちづくりとともに、
町内の空き家空き地などを積極的に有効活用し、子育て世帯
など若い世代も松本町に住みたいと感じる、魅力あるまちづ
くりを推進します。」と日常のまちづくりの方針も掲げてい
る。
　計画の内容として、物理的な備えとして「災害時に避難所
として開放してもらえる耐震性能の高い建物を、予め建物所
有者と事前に合意し、松本町の中に避難できる場所を増やし
ます。」と位置づけ、定期的に危険箇所の点検を行うことと
している。
　計画の見直しについては、総代が管理し、毎年、見直すと
している。

Ｃ． 岡崎市桜井寺町

　年９回あるお祭りなどで人と人のつながりが豊か、市平均
より高齢化率が高く災害時要支援者の数も比較的多い、昭和
56 年以降に住宅を建てられた方が比較的多いなどの特性を
持つ地域である。
　計画の策定にあたっては、検討会を設け、防災上の現状確
認と意見交換、復旧、復興時の活動、防災訓練、普及啓発な
どについて検討した。その検討過程で、クロスロードゲーム
や避難所運営ゲームなども取り入れ検討を進めた。
　計画の内容として、住民間のコミュニケーション向上や防
災リーダーの育成などを掲げている。
　また、防災活動の担い手として、災害時に誰でも必要な対
応ができよう「やるべきマニュアル」を作成すること、桜隊（日
中、桜井寺町にいる主婦や高齢者の組織の仮称で、今後組織

化する予定）や自警団のメンバーの活躍を期待している。
　さらに、帰宅困難者対策についても検討すると位置づけて
いる。

　これらの事例について、報告者はから「地区防災計画は、
防災に特化するのでなく、祭りや高齢者福祉などの防災で
はない地域の特性を主軸に計画することが大切だと感じた。」
との意見があった。
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9. 地区防災カルテの今後
(1) 愛知県内の地区防災カルテの動き

　愛知県内自治体では、2014 年に愛知県が南海トラフ地震
の被害想定をまとめたことを受け、7自治体で地区単位の防
災カルテを作成した。これらは、何れも自治体が全小学校区
を対象にまとめたもので、ほとんどの自治体でWeb 公開さ
れているものの、その後の活用につながっていないことが確
認された。
　続いて 2017 年度に作成された豊田市は愛知工業大学の協
力のもと、モデル地区でのワークショップを踏まえて作成し
ている。また、この研究会の議論以降の 2018 年度作成され
た名古屋市では、全学区の役員にアンケートを行い、地区の
取り組み状況を載せる形のカルテを作成するなど、地域役員
に働きかける形の取り組みが増えてきている。これらの違い
を整理したのが、表 13 である。当研究会で進めてきたカル
テは地区役員が中心となって作成し、住民に配布しているが、
名古屋市は市が作成し、地区役員に活用してもらおうとして
いるところで、作成者、対象の考え方が異なる。

表 13　愛知県内の地区防災カルテの比較
時期 2014 ～ 16 年度 2017 年度～ 2017 年度～
作成者 行政 地域団体
対象者 地区役員・住民 地区役員・住民 住民
作成方法 データに基づき

コンサルタント
が作成

地区役員の意見
を取り入れ作成

住民アンケー
トを基に作成

事例 7自治体 豊田市・名古屋
市

モデル 5地区

(2) 課題

　2017 年度からはモデル地区での取り組みを進めてきた。
しかし、実際に地域に入ってみると、カルテのイメージがわ
かない、住民が主体といっても行政がリードしてもらわねば
進められないなどの意見がでている。

A. 地区防災カルテのイメージ

　地区防災カルテは行政が完成版を作るのではなく、地域住
民組織と一緒に作っていって次の具体的な取り組みにつなげ
ていくことをめざした。アンケート調査については、まだイ
メージが持てるものの、これまで、地域が主体的に調査票を
作成し、集計・分析等をやった経験はほとんどないのが実情
であった。アンケート調査まで行った地区は行政職員の努力
により入力・分析作業を行ったが、このあたりについても技
術的サポートが必要なのかも知れない。
　地区防災カルテのイメージについては、あまり最初から出
来上がりの姿を示すとそれにひっぱられることを心配して、
提示していなかったが、アンケート結果からどんな取り組み
を考えるかという段階で稲沢市下津地区において概念図を提
案した (14 頁図 25参照 )。

　カルテのイメージがわかないという点について、下津地区
でカルテづくりを進めてきたメンバーを対象にカルテ案がま
とまった 2018 年 11 月に簡単なアンケートを行った。その
結果は表 14 に示すようにほとんどカルテ素案がまとまった
時点でイメージできたと回答され、途中の議論段階、上記概
念図段階ではイメージを持てていないことがわかった。その
結果、最初の説明段階で完成したカルテの例を示す必要があ
ることがわかった。

表 14　カルテをイメージできた時期
住民 行政 計

1. 当初の説明時 (2017.5 当初のカルテイ
メージ )

2 2

2. 作成の流れの説明時 (2017.6 課題整理
時 )

2 2

3．アンケート調査票作成時 (2017 秋 )
4. アンケート結果報告時 (2018.2 ～ 3) 1 1
5. カルテ素案提示時 (2018.4) 5 2 7
6. 取り組み方針検討時 (2018.5)
7. カルテ案提示時 (2018.10)
　2018 年度には、当初説明段階でカルテのイメージを持っ
てもらうと同時にその後の活用までイメージできるようにす
ることをめざしたリーフレットの作成を	GM研究会内のグ
ループ３(G3) で検討した。
　リーフレット作成の目的は、地域住民・役員に地区防災カ
ルテの取り組みについて知らせることである。そのため、以
下の点を考慮して検討した。
・コンパクトなポケットサイズ (A4 三つ折り ) で考えてみた
・捨てられるかもしれないが、まずは手に取って読んでもら
えるイメージ
・表紙に、例えば大きな文字でカルテの目的を示す
・リールレットの内容として「表紙」「カルテとは」「進め方」
「カルテの構成」「取り組んでよかった点（先行事例から）」「問
い合わせ先」の 6項目で考えている
・取り組んでよかった点の事例については、取り組んでいる
地区名や事例を紹介している
⇒地域の実際の声を拾った方が良い（現在は G1メンバーの
感想となっている）
・リーフレットの発行の時期に合わせて、HPについても内容
を固めて作成する
・用紙サイズは A４の 3つ折り ( 情報を盛り込みすぎないと
するとこの程度で良さそう）
・都市センターの減災まちづくりのリーフレットはさらに半
分にしている ( 紙も少し厚手でいいものを使って捨てるのが
もったいないような仕様になっている )
　これらの点を踏まえて作成した案が、図 60 である。新た
な地区への説明や広く防災関係の集まりの場で地区の取り組
みの 1つとして紹介するといった活用場面が想定される。
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B. 継続的な体制づくり

　今回モデル地区として関わった地区は都市部かそうでない
かに関わらず、町内会長が 1～ 2年で交代していることがわ
かった。最初に行った地区の課題出しの中でも継続性の問題
や若い世代の参画が得にくいといった課題が出されている。
　幸田町深溝地区では毎年代わる区長がすべてをやることは

難しいとして過去３年間の区長経験者も含め、2016 年 8月
に「防災委員会」を立ち上げ、防災に関する活動はこの防災
委員会が中心となって展開している。2018 年 7月にはカル
テ作成委員会のメンバーを公募し、9月から新たな 3人を加
えた作成委員会で議論を進めてきた。2019 年 2月にカルテ
は完成したが、公募参加メンバーからは引き続き取り組みに
参加したいとの声が出ている。

図 60　地区防災カルテリーフレット案
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　稲沢市下津地区では学区のまちづくり推進協議会の 4部会
の正副部会長と環境部会のメンバーが中心となって地区防災
カルテの取り組みを進めている。このメンバーはほとんど次
年度も継続ということで、こうした年度を越えて取り組みを
進められる組織づくりも大きな課題だと考えられる。継続性
のある組織づくりの事例収集も行い、広く紹介していくこと
も取り組みの参考になると考えられる。
　稲沢市小正地区では、まちづくり推進協議会が中心となり
公募参加者も含め取り組みを進めている。
　稲沢市では各地区にあるまちづくり推進協議会を中心に防
災の取り組みを進めたいと考えているが、既存組織の中で継
続性のある組織づくりをいかに進めるかが課題である。
　名古屋市は、各学区に学区連絡協議会があり、協議会が中
心となった活動が行われている。しかし、そのメンバーは町
内会長や各種委員で他地区同様に短い期間で交代する人も多
く、防災以外の多くの取り組みを抱えていることから継続的
な取り組みを進めるしくみづくりが課題である。
　碧南市日進地区では、カルテ作成会議を立ち上げ、精力的
にカルテづくりに取り組んできた。継続的な取り組みをどう
進めるかも議論されている。学区単位の協議会組織がないの
で、地域をどんな形で組織化するかということも含めた体制
づくりが課題である。
　また、各地区を通じて、地域住民の役員だけでは防災の専
門的な知識不足もあり、各地域にいる防災リーダーが地域の
防災活動と連携して、専門的な部分を補うとか、学習会に行
政職員が出向いたり、大学などが支援することも考えられる。
各自治体でどんな資源があり、どう活用できるか考えていく
ことも課題だと考えられる。

C. 行政の支援

　地区防災カルテづくりは地区の防災活動を進めるきっかけ
づくりとして有効であるが、すべての地区に大学が関わるこ
とはできない。そこで、行政職員が地域を支援して進めてい
けるようなサポートのしくみが必要となる。モデル地区にお
いて大学が果たしてきた役割を自治体職員が担えるようにす
るには進め方などの手引きがあった方が取り組みやすいと考
えられる。今後、こうしたツールの整備も検討課題である。
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10. 参加者名簿
　各年度の研究会参加者（1回以上参加）は、以下の通りで
ある。

2016 年度

名前 所属 備考
福和　伸夫 減災連携研究センター 教員
新井　伸夫 減災連携研究センター 教員
倉田　和己 減災連携研究センター 教員
牧原　慎一郎 愛知県 受託 ( 自 )
横山　幸寛 名古屋市 受託 ( 自 )
丸田　雅靖 豊橋市 受託 ( 自 )
穴井　英之 岡崎市 受託 ( 自 )
八木　洋至 津島市 受託 ( 自 )
土谷　心平 碧南市 受託 ( 自 )
松浦　道子 安城市 受託 ( 自 )
紅林　優樹 稲沢市 受託 ( 自 )
小島　正輝 東海市 受託 ( 自 )
矢藤　良介 知立市 受託 ( 自 )
鈴木　将巳 高浜市 受託 ( 自 )
河合　俊治 幸田町 受託 ( 自 )
田中　宏和 四日市市 受託 ( 自 )
藤井　由佳 名古屋都市センター
山田　惠一 名古屋都市センター
千葉　啓広 減災連携研究センター 研究員
石原　宏 減災連携研究センター 研究員
土屋　泰広 減災連携研究センター 研究員
川端　寛文 名古屋大学災害対策室
近藤　斎 コンポン研究所 受託 ( 民 )
上園　智美 日本ミクニヤ 受託 ( 民 )
山本　真一郎 愛知県
小林　宗誠 津島市
河合　弘樹 安城市
内田　大貴 幸田町
齊藤	健太 M1 学生
山田　航輝 B4 学生
新井田倫子 B4 学生

2017 年度

名前 所属 備考
福和　伸夫 減災連携研究センター 教員
新井　伸夫 減災連携研究センター 教員
倉田　和己 減災連携研究センター 教員
荒木　裕子 減災連携研究センター 教員
荒川　由貴 名古屋市 受託 ( 自 )
丸田　雅靖 豊橋市 受託 ( 自 )
穴井　英之 岡崎市 受託 ( 自 )
深川　芳行 半田市 受託 ( 自 )
小林　宗誠 津島市 受託 ( 自 )
梅木　純一 碧南市 受託 ( 自 )
竹中　菜摘 豊田市 受託 ( 自 )
紅林　優樹 稲沢市 受託 ( 自 )
木下　友貴 東海市 受託 ( 自 )
江坂　摩由里 高浜市 受託 ( 自 )
足立　謙一 みよし市 受託 ( 自 )
日比野　瑞樹 長久手市 受託 ( 自 )
大谷　和久 飛島村 受託 ( 自 )
内田　大貴 幸田町 受託 ( 自 )
河合　俊治 幸田町 受託 ( 自 )

田中　宏和 四日市市 受託 ( 自 )
吉岡　美保 名古屋都市センター
石原　宏 減災連携研究センター 研究員
千葉　啓広 減災連携研究センター 研究員
大矢　剛 ゼンリン 受託 ( 民 )
坂上　寛之 ㈱ファルコン 受託 ( 民 )
上園　智美 日本ミクニヤ 受託 ( 民 )
吉田　昌史 読売新聞 受託 ( 民 )
高市　善幸 中日本航空 受託 ( 民 )
松井　秀樹 稲沢市
山田　航輝 M1 学生
浅野　北斗 B4 学生

2018 年度

名前 所属 備考 Ｇ
福和　伸夫 減災連携研究センター 教員
新井　伸夫 減災連携研究センター 教員 3,4
倉田　和己 減災連携研究センター 教員 4
荒木　裕子 減災連携研究センター 教員 2
丸田　雅靖 豊橋市 受託 ( 自 ) 4
内藤　あやの 岡崎市 受託 ( 自 ) 4
鈴木　要介 豊川市 受託 ( 自 ) 3
小林　宗誠 津島市 受託 ( 自 ) 1
梅木　純一 碧南市 受託 ( 自 ) 1
松井　秀樹 稲沢市 受託 ( 自 ) 1
佐藤　優気 東海市 受託 ( 自 ) 4
高木　浩行 知立市 受託 ( 自 )
江坂　摩由里 高浜市 受託 ( 自 ) 2
根角　佳孝 みよし市 受託 ( 自 )
森田　脩平 長久手市 受託 ( 自 ) 3
布目　貴大 飛島村 受託 ( 自 ) 2
尾嵜　友里 幸田町 受託 ( 自 ) 1
内田　大貴 幸田町 受託 ( 自 ) 1
田中　宏和 四日市市 受託 ( 自 )
吉岡　美保 名古屋都市センター 4
千葉　啓広 減災連携研究センター 研究員 1
石原　宏 減災連携研究センター 研究員 1,2
古田　暁信 ゼンリン 受託 ( 民 ) 4
坂上　寛之 ファルコン 受託 ( 民 ) 4
西田　征弘 ＣＢＣテレビ 受託 ( 民 )
高市　善幸 中日本航空 受託 ( 民 ) 4

備考欄について
　受託 ( 自 )：受託研究員（自治体）
　受託 ( 民 )：受託研究員（民間）
Ｇはグループ
　1：モデル地区の対応と事例整理
　2：住民への支援のあり方
　3：カルテリーフレット検討
　4：地区防災力の見える化



40



(

減

)

研

会

　

度　
　
　
　


	報告書表紙
	20200121GM研究会報告書
	報告書裏表紙

